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説

Ⅱ　

航
空
旅
客
の
権
利
保
護
に
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す
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欧
米
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立
法
動
向

Ⅲ　

経
営
破
た
ん
に
伴
う
欠
航
と
旅
客
保
護

Ⅳ　

結　

語Ⅰ　

序　

説

欧
州
単
一
航
空
市
場
（S

ingle E
uropean A

viation M
arket （

1
）

）

の
実
現
は
、
欧
州
連
合
（E

uropean U
nion, E

U

）
域
内
及
び

第
三
国
間
の
航
空
運
輸
の
顕
著
な
増
加
を
招
い
た
。
多
く
の
新
規

参
入
事
業
者
が
次
々
と
表
れ
、
路
線
が
種
々
開
拓
さ
れ
て
就
航
便

数
が
増
加
し
、
こ
う
し
た
競
争
促
進
の
積
極
的
効
果
と
し
て
航
空

券
は
値
下
が
り
し
た
。
し
か
し
消
費
者
に
と
っ
て
歓
迎
す
べ
き
成

果
の
反
面
で
、
単
一
市
場
は
、
競
争
激
化
の
負
の
側
面
を
も
投
影

せ
ざ
る
を
得
ず
、
消
費
者
の
誤
認
を
招
く
安
売
り
広
告
が
横
行
し

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
お
け
る
価
格
表
示
の
適
正
化
が
望
ま
れ
た
り
、

オ
ー
バ
ー
・
ブ
ッ
キ
ン
グ
が
搭
乗
不
能
旅
客
を
生
み
出
し
こ
れ
へ

の
正
当
な
補
償
が
望
ま
れ
た
り
と
い
っ
た
具
合
に
、
旅
客
権
利
保

護
の
た
め
の
規
制
を
も
呼
び
込
む
こ
と
と
な
っ
た
。
旅
客
の
権
利

の
相
当
の
部
分
は
既
に
Ｅ
Ｕ
レ
ベ
ル
で
保
護
さ
れ
て
い
る
が
、

航
空
会
社
経
営
破
た
ん
時
の
旅
客
保
護
に
関
す
る
Ｅ
Ｕ
法
制

工　
　

藤　
　

聡　
　

一

二
〇
五



日
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十
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第
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（
二
〇
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三
年
九
月
）

（
三
八
〇
）

社
の
経
営
破
た
ん
時
に
旅
行
先
で
取
り
残
さ
れ
た
旅
客
の
保
護
を

前
進
さ
せ
る
方
策
の
検
討
を
諮
問
し
た

（
5
）

。

そ
も
そ
も
欧
州
に
お
け
る
単
一
市
場
の
形
成
に
よ
る
航
空
自
由

化
は
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
各
国
が
貨
客
運
輸
権
の
解
放
を
積
極

的
に
行
う
よ
う
に
な
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
オ
ー
プ
ン
・
ス
カ
イ
と
い

う
国
際
的
な
潮
流
の
支
流
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
旅
客
保
護
と
い

う
自
由
化
の
反
動
と
い
え
る
現
象
も
ま
た
、
世
界
各
地
に
共
通
し

て
み
ら
れ
る

（
6
）

。
例
え
ば
オ
ー
プ
ン
・
ス
カ
イ
を
政
策
的
に
強
力
に

推
し
進
め
て
き
た
米
国
も
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
お
け
る
価
格
表
示

の
適
正
化
、
オ
ー
バ
ー
・
ブ
ッ
キ
ン
グ
に
よ
る
搭
乗
不
能
旅
客
へ

の
補
償
を
含
め
、
そ
の
法
定
に
積
極
的
で
あ
る
。
た
だ
興
味
深
い

の
は
、
欧
州
、
米
国
と
も
に
、
旅
客
の
権
利
保
護
を
「
旅
客
権
利

章
典
（P

assenger ’s B
ill of R

ights （
7
）

）」
と
呼
ん
で
体
系
化
の

軌
を
一
に
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
航
空
会
社
の
経
営
破
た
ん
時

の
旅
客
保
護
の
議
論
は
欧
州
独
自
の
も
の
と
し
て
展
開
さ
れ
、
米

国
に
お
い
て
は
ま
っ
た
く
欠
落
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る

（
8
）

。
以
下
本

稿
は
、
こ
の
よ
う
な
議
論
の
偏
在
の
理
由
を
探
る
一
方
、
い
ま
欧

州
に
お
い
て
こ
の
問
題
に
具
体
的
に
如
何
な
る
方
策
が
講
じ
ら
れ

よ
う
と
し
て
い
る
の
か
を
確
認
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
続

く
本
論
で
は
、
Ｅ
Ｕ
の
航
空
旅
客
の
権
利
保
護
に
関
す
る
立
法
動

パ
ッ
ケ
ー
ジ
旅
行
等
か
ら
独
立
し
た
航
空
券
（S

tand-A
lone 

T
icket

）
の
購
入
者
が
当
該
航
空
会
社
の
経
営
破
た
ん
に
よ
っ
て

立
た
さ
れ
る
苦
境
に
救
済
の
手
を
差
し
伸
べ
る
仕
組
み
の
よ
う
に
、

未
だ
法
制
化
の
途
上
に
あ
る
領
域
も
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
旅
客

の
志
向
が
航
空
会
社
等
の
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
を
利
用
し
た
テ
ー
ラ
ー

メ
イ
ド
型
へ
と
移
行
し
つ
つ
あ
る
な
か
で
、
旅
行
代
理
店
主
導
の

パ
ッ
ケ
ー
ジ
旅
行
を
中
心
に
保
護
を
与
え
る
現
行
指
令C

ouncil 
D
irective 

（E
C

） 90/314/E
E
C （

2
）

と
の
ミ
ス
マ
ッ
チ
を
生
ん
で

い
る
。
Ｅ
Ｕ
域
内
で
も
二
〇
〇
〇
年
か
ら
の
一
〇
年
間
に
計
九
六

件
の
航
空
会
社
の
経
営
破
た
ん
が
あ
り
、
一
四
〇
な
い
し
二
二
〇

万
人
の
利
用
者
に
影
響
が
出
た
と
み
ら
れ
る

（
3
）

。
と
き
に
そ
れ
ら
は

バ
カ
ン
ス
・
シ
ー
ズ
ン
の
需
要
ピ
ー
ク
を
襲
い
混
乱
を
助
長
し
た
。

少
な
く
見
積
も
っ
て
も
一
六
万
八
、〇
〇
〇
人
の
旅
客
が
自
宅
か

ら
遠
く
離
れ
た
場
所
で
立
ち
往
生
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
世
間
の
注

目
と
政
策
的
な
関
心
を
呼
び
起
こ
す
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

二
〇
〇
九
年
、
欧
州
議
会
（E

uropean P
arliam

ent

）
は
、「
航

空
会
社
の
破
た
ん
時
に
お
け
る
旅
客
補
償
に
関
す
る
決
議

（R
esolution on P

assenger C
om

pensation in the E
vent of 

A
irline B

ankruptcy （
4
））」

を
採
択
し
、
航
空
政
策
の
執
行
を
司
る

欧
州
委
員
会
（E

uropean C
om

m
ission

）
に
対
し
て
、
航
空
会

二
〇
六
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空
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破
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ん
時
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客
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藤
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（
三
八
一
）

ビ
ジ
ネ
ス
や
レ
ジ
ャ
ー
で
航
空
機
を
利
用
す
る
こ
と
が
も
は
や

珍
し
い
こ
と
で
は
な
く
な
り
、
今
日
の
よ
う
に
航
空
運
送
の
ボ

リ
ュ
ー
ム
が
か
つ
て
な
い
程
に
拡
大
す
る
と
、
気
象
条
件
、
技
術

ト
ラ
ブ
ル
等
に
よ
っ
て
一
度
発
生
し
た
遅
延
が
機
材
繰
り
を
乱
し

て
玉
突
き
的
、
雪
だ
る
ま
的
に
影
響
が
拡
大
し
、
基
幹
空
港
に
お

け
る
慢
性
的
な
混
雑
と
相
俟
っ
て
、
各
地
で
長
時
間
の
遅
延
、
欠

航
が
連
続
し
て
発
生
す
る
こ
と
に
な
る

（
10
）

。
遅
延
は
軽
微
の
場
合
も

あ
る
が
、
長
時
間
に
及
ぶ
と
待
機
の
苦
痛
が
つ
の
り
、
あ
る
い
は

旅
程
の
変
更
・
キ
ャ
ン
セ
ル
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
な
ど
、
利
用
者

は
多
大
な
不
利
益
を
被
る

（
11
）

。

極
端
な
例
で
は
、
二
〇
一
〇
年
一
二
月
二
七
日
、
夕
方
か
ら
ブ

リ
ザ
ー
ド
に
襲
わ
れ
た
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
Ｊ
Ｆ
Ｋ
国
際
空
港
で
、

翌
朝
ま
で
の
一
一
時
間
に
わ
た
り
積
雪
の
た
め
滑
走
路
が
閉
鎖
さ

れ
一
、六
〇
〇
便
以
上
が
欠
航
し
、
数
千
人
が
空
港
で
足
止
め
を

食
ら
っ
た
、
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
同
日
の
空
港
閉
鎖
で
は
、
到

着
直
後
の
複
数
の
便
に
お
い
て
、
旅
客
が
長
時
間
機
内
待
機
を
余

儀
な
く
さ
れ
る
と
い
う
事
態
が
発
生
し
た
。
使
用
不
能
と
な
っ
た

ト
イ
レ
か
ら
の
異
臭
が
機
内
に
た
ち
こ
め
、
飲
料
水
・
食
料
は
枯

渇
し
、
心
身
の
異
常
を
訴
え
る
旅
客
が
続
出
し
た
と
報
告
さ
れ
て

い
る

（
12
）

。
隔
離
さ
れ
た
閉
鎖
空
間
で
身
動
き
も
ま
ま
な
ら
な
い
航
空

向
を
米
国
と
の
比
較
に
お
い
て
一
瞥
し
た
後
、
目
下
議
論
が
行
わ

れ
て
い
る
、
経
営
破
た
ん
に
伴
う
欠
航
に
関
す
る
旅
客
保
護
の
在

り
方
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

な
お
、
本
稿
の
問
題
意
識
か
ら
は
、
航
空
会
社
の
経
営
の
行
き

詰
ま
り
が
旅
客
の
移
動
に
甚
大
な
悪
影
響
を
及
ぼ
す
局
面
を
も
っ

て
「
破
た
ん
（failure, bankruptcy

）」
と
捉
え
る
も
の
と
し
、

一
般
的
な
破
産
手
続
開
始
原
因
た
る
支
払
不
能
・
債
務
超
過

（insolvency

）
の
み
な
ら
ず
、
行
政
機
関
に
よ
る
運
航
免
許
取
消

処
分
（revocation of certifi cate
）
を
も
こ
れ
に
含
め
て
考
え

る
こ
と
と
す
る
。

Ⅱ 　

航
空
旅
客
の
権
利
保
護
に
関
す
る
欧
米
の

立
法
動
向

（
1
）
旅
客
権
利
章
典

大
西
洋
を
挟
ん
だ
欧
州
と
米
国
と
に
お
い
て
、
旅
客
の
人
権
保

護
、
い
わ
ゆ
る
旅
客
権
利
章
典
の
確
立
に
向
け
た
議
論
が
盛
ん
で

あ
る
。
最
近
で
は
、
内
水
及
び
海
上
運
送
分
野
に
ま
で
保
護
対
象

が
広
げ
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
が

（
9
）

、
こ
の
動
き
を
一
貫
し
て
主
導

し
て
来
た
の
は
航
空
運
送
分
野
で
あ
る
。

二
〇
七
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見
で
、
同
規
則
に
よ
り
「
旅
客
は
航
空
会
社
か
ら
正
当
に
扱
わ
れ

る
権
利
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
。
…
そ
れ
ら
は
ま
さ
に
我
々
の

常
識
が
体
現
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
旅
行
者
を
彼
ら
が
期
待
す
る

と
お
り
に
処
遇
し
よ
う
と
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
い

（
17
）

」
と
、
高
ら

か
に
そ
の
意
義
を
謳
い
あ
げ
た
。
次
頁
掲
出
の
表
1
を
参
照
さ
れ

た
い
。
こ
れ
は
現
時
点
に
お
け
る
旅
客
保
護
法
制
の
整
備
状
況
を

示
す
も
の
で
あ
る
が
、
長
官
が
誇
る
と
お
り
、
航
空
旅
客
の
保
護

に
関
し
、
旅
行
出
発
前
か
ら
そ
の
帰
宅
後
ま
で
最
も
手
厚
い
法
制

を
敷
く
の
は
確
か
に
米
国
で
あ
る
。

た
だ
し
こ
こ
で
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
項
目
九
、

航
空
会
社
の
経
営
破
た
ん
時
の
旅
客
保
護
で
あ
る
。
米
国
が
本
問

題
に
注
意
を
払
わ
な
い
一
方
、
欧
州
は
既
に
一
定
の
立
法
措
置
を

講
じ
て
お
り
、
本
稿
が
主
題
と
す
る
よ
う
に
そ
の
議
論
を
更
に
深

化
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
オ
ー
プ
ン
・
ス
カ
イ
化
し
た
国
際
航

空
、
燃
油
高
騰
に
よ
る
コ
ス
ト
高
、
低
価
格
航
空
会
社
Ｌ
Ｃ
Ｃ
の

台
頭
と
い
っ
た
要
因
に
よ
り

（
18
）

、
航
空
は
今
日
グ
ロ
ー
バ
ル
な
文
脈

で
ま
さ
に
大
競
争
時
代
を
迎
え
て
お
り
、
欧
州
と
同
程
度
あ
る
い

は
そ
れ
以
上
に
航
空
会
社
の
経
営
破
た
ん
が
相
次
ぐ
米
国
に
あ
っ

て
、
こ
の
こ
と
は
一
見
旅
客
へ
の
配
慮
を
欠
く
対
応
か
に
み
え
る
。

欧
州
連
合
閣
僚
理
事
会
運
送
部
会
のB

rian S
im

pson

議
長
の
言

機
の
一
般
的
性
質
か
ら
し
て
、
こ
の
よ
う
な
状
況
の
恐
ろ
し
さ
は

誰
に
も
容
易
に
想
像
で
き
る
。
長
時
間
の
事
実
上
の
監
禁
状
態
が

航
空
機
で
発
生
す
る
こ
と
、
運
航
再
開
の
目
途
が
立
た
な
い
ま
ま

機
内
で
長
時
間
を
過
ご
す
こ
と
の
困
難
は
、「
ト
ラ
ウ
マ
の
発
生

を
誘
発
す
る
遅
延
（traum

atic delay

）」
の
意
味
を
こ
め
て

「
滑
走
路
遅
延
（tarm

ac delay

）」
と
い
う
呼
称
を
与
え
ら
れ
る

こ
と
と
な
っ
た

（
13
）

。
州
際
航
空
及
び
国
際
航
空
に
関
す
る
立
法
管
轄

権
を
有
す
る
米
国
連
邦
議
会
は
、
す
ぐ
さ
ま
そ
の
問
題
性
を
認
識

し
て
、
旅
客
権
利
章
典

（
14
）

の
重
要
な
一
要
素
と
し
て
、
長
時
間
機
内

待
機
の
禁
止
を
法
制
化
し
た

（
15
）

。
当
該
規
制
の
内
容
は
大
要
次
の
と

お
り
で
あ
る
。

（
長
時
間
機
内
待
機
の
禁
止
）
航
空
会
社
が
、
離
陸
待
機
等
に

際
し
て
、
四
時
間
を
超
え
て
旅
客
を
滑
走
路
上
の
機
内
に
止
め
置

く
こ
と
は
、
安
全
、
保
安
及
び
交
通
管
制
上
の
理
由
に
基
づ
く
場

合
の
ほ
か
、
禁
止
さ
れ
る
。
ま
た
、
二
時
間
以
上
に
及
ぶ
機
内
待

機
の
場
合
に
は
、
十
全
に
使
用
可
能
な
ト
イ
レ
及
び
飲
料
水
へ
の

ア
ク
セ
ス
を
保
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
航
空
会
社
は
、
そ
の

よ
う
な
事
態
に
備
え
対
応
計
画
を
策
定
す
る
義
務
を
負
う

（
16
）

。

航
空
旅
客
の
権
利
保
護
を
前
進
さ
せ
た
上
述
立
法
の
イ
ニ
シ
ア

テ
ィ
ブ
を
と
っ
た
米
国
運
輸
省
のR

ay L
aH

ood

長
官
は
記
者
会

二
〇
八



航
空
会
社
経
営
破
た
ん
時
の
旅
客
保
護
に
関
す
る
Ｅ
Ｕ
法
制
（
工
藤
）

（
三
八
三
）

（
表
1
）　
航
空
旅
客
保
護
に
関
す
る
ル
ー
ル
　（
2012年

10月
現
在
）

項
　

目
諸

国
の

法
令

国
際

条
約

米
　

国
欧

州
連

合
そ

の
他

旅
行

開
始

前
1

運
航

会
社

（
実

行
運

送
人

）
名

の
通

知
※

27
※

30
2

提
示

運
賃

の
最

低
価

格
保

証
※

3
※

13
3

値
上

げ
前

運
賃

に
基

づ
く

航
空

券
の

通
用

※
23

※
30, ※

31
4

保
有

予
約

に
つ

い
て

の
変

更
又

は
解

約
の

選
択

※
2

※
23

※
30, ※

31
5

キ
ャ

ン
セ

ル
時

の
迅

速
な

払
い

戻
し

※
30, ※

31
6

特
別

な
事

情
に

よ
る

航
空

券
使

用
制

限
の

緩
和

※
4

7
運

賃
内

訳
及

び
付

随
費

用
の

完
全

な
開

示
※

5, ※
23

※
13, ※

14
※

26, ※
29

8
航

空
会

社
の

営
業

及
び

運
航

状
況

に
関

す
る

情
報

の
提

供
※

6
※

15
※

21
9

航
空

会
社

経
営

破
た

ん
時

の
保

護
※

28
10

将
来

の
運

航
混

乱
可

能
性

に
つ

い
て

の
情

報
提

供
※

24, ※
30

11
緊

急
対

応
計

画
，

顧
客

対
応

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

，
約

款
の

開
示

※
23

旅
　

行
　

中
12

コ
ー

ド
シ

ェ
ア

・
パ

ー
ト

ナ
ー

に
よ

る
サ

ー
ビ

ス
の

品
質

保
証

※
7

※
16

※
21

13
遅

延
，

欠
航

及
び

目
的

地
変

更
に

関
す

る
情

報
の

提
供

※
8, ※

23
※

30
14

一
定

の
条

件
下

で
退

機
が

認
め

ら
れ

る
こ

と
の

説
明

※
23

※
30, ※

31
15

長
時

間
の

機
内

待
機

を
含

む
遅

延
時

の
支

援
※

8, ※
23

※
17

16
搭

乗
拒

否
に

つ
い

て
の

公
正

か
つ

一
貫

し
た

取
扱

い
※

9
※

17
17

受
託

手
荷

物
の

適
時

の
引

渡
し

※
23

※
18

※
30, ※

31
※

21
18

身
体

障
害

者
，

移
動

困
難

者
に

対
す

る
適

切
な

処
遇

※
12

※
17, ※

20
※

25, ※
29

旅
　

行
　

後
19

監
督

庁
へ

の
消

費
者

レ
ポ

ー
ト

の
定

期
的

な
提

出
※

11, ※
23

※
19

※
29, ※

32
20

旅
客

か
ら

の
苦

情
へ

の
真

摯
な

対
応

※
8, ※

23
旅

客
補

償
※

1
21

受
託

手
荷

物
責

任
限

度
額

の
引

き
上

げ
※

10
※

18
※

22
22

受
託

手
荷

物
紛

失
時

の
受

託
料

返
還

※
23

※
29, ※

30, ※
31

23
欠

航
，

搭
乗

拒
否

時
の

補
償

※
23

※
17

※
29

※
21, ※

22
出

典
：

T
able A

- S
um

m
ary of C

onsum
er P

rotection R
ules, C

onsum
er P

rotection and D
efi nition of P

assenger R
ights in D

iff erent C
ontexts, S

ecretariat, 
International C

ivil A
viation O

rganization, A
T
C
onf/6-W

P
/5, D

ecem
ber 7, 2012, available at http://w

w
w
.icao.int/sustainability/D

ocum
ents/C

onsum
er

P
rotection_T

able-A
.pdf （

last visited June 23, 2013） か
ら

抜
粋

，
一

部
改

変
。

二
〇
九



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
二
号
（
二
〇
一
三
年
九
月
）

（
三
八
四
）

（表 1）注
※ 1  航空会社による旅行後のアクションのうち

金銭補償的な措置を細分類したものである。
※ 2  IATA Recommended Practice 1724 （RP1724） 

on General Conditions of Carriage （Passenger 
and Baggage）.

※ 3  Notice of the Department of Transportation 
（DOT） based on 49 U.S.C. 41712 and 14 C.F.R. 
399.84. ウェブ及び他の営業媒体における開示
について規制。

※ 4  Industrial Letter of DOT based on 49 U.S.C. 
41712. 欠航時の払い戻しについて規定（1996
年），同趣旨の通達あり（2001年）。

※ 5  49 U.S.C. 41712; 14 CFR 399.84. 価格表示
規制。不公正もしくは欺罔的な実務，又は反
競争的手法の禁止。

※ 6  14 CFR 253.5, 257, 258 & 399. コード・シェ
ア契約及び長期ウェット・リース契約の開示，
キャンセル条件の開示。

※ 7  DOT  &  FAA  （F e d e r a l  A v i a t i o n 
Administration）, Code-Share Safety Program 
Guideline （2006 Rev.）.

※ 8  DOT 暫定規則（2007年）。長時間にわたる
滑走路上の機内待機に関する緊急対応計画を
策定したり，30日以内にすべての苦情に応答
したり，遅延発生状況及び苦情件数について
のデータを公表したりといった，旅客保護の
強化を謳っている。

※ 9  14 CFR 250. 座席の過剰販売に関する規則
（2003年，2008年）。

※10 14 CFR 254. DOT は，国内線における受託
手荷物賠償責任限度額を，2000年に1,250ドル
から2,500ドルへ，2004年に2,800ドルへ，2007
年に3,000ドルへと増額してきている。また 
DOT は国際コード・シェア便における受託手
荷物責任ガイドラインを示している（2009年）。

※11 DOT は，遅延，手荷物の誤取扱い，過剰座
席販売及び苦情等をまとめた航空旅行消費者
報告書（Air Travel Consumer Reports）を公
表している。DOT はまた，2003年以降，身体
障害者に関係する苦情の抽出もはじめている

（14 C.F.R. 382）。
※12 航空会社アクセス法（Air Carrier Access 

Act）に基づく身体障害に基づく差別的取扱い
の禁止である（14 CFR 382）。

※13 EC Regulation 1008/2008は，すべての税，
手数料を含む運賃の公表を求めており，欧州
委員会は Directive 93/13及び2005/29に基づき
航空券の不公正なウェブ販売や商取引を調査
している。

※14 誤認誘発広告に対する Directive 84/450は
Directive 2005/29によって運用が強化されて
いる。

※15 コンピュータ予約運用憲章（CRS Code of 
Conduct）が関連の規定を含んでいる （EC 

Regulation 80/2009 replacing Regulation 
2299/89 as amended by 3089/93 and 323/99）。

※16 コンピュータ予約運用憲章が関連の規定を
有している。欧州民間航空委員会（ECAC）
は勧告を公表している（1996年）。

※17 EC Regulation 261/2004は旧 Regulation 
295/91を廃止し，搭乗拒否及び長時間遅延の
場合の払い戻しを一般ルール化している。

※18 EC Regulation 889/2002は Regulation 2027/
97を一部改正し，受託手荷物についての責任
条項を加えている。

※19 欧州委員会は，Community Air Passenger 
Reporting System と称される試験的プロジェ
クトを立ち上げている。航空会社が任意に情
報提供を行う仕組みである（COM（2005）
046）。

※20 EC Regulation 1107/2006. 障害者及び移動
困難者が航空機を利用して移動する権利を定
め る。ECAC Policy Statement sec. 5 （Field 
of Civil Aviation Facilitation）に，運用の細
則がある。

※21 1999年 モ ン ト リ オ ー ル 条 約（Montreal 
Convention, 1999） Art. 41.

※22 1999年モントリオール条約 Art. 22.
※23 DOT 規 則 “Enhancing Airline Passenger 

Protections” （DOT-OST-2010-0140） が そ れ
である。

※24 Law （France） No 2012-375 of 19 March 
2012.

※25 Canadian Transportation Agency Decision 
No. 4-AT-A-2010 （nut allergies） & No. 66-
AT-A-2010.

※26 Canadian Air Transportation Regulations, 
Section 116.1. ウェブサイト上の情報について
の規則である。

※27 EC Regulation 2111/2005. 運航禁止処分を
受けた運送人のリストである。

※28 Council Directive 90/314/EEC. パッケージ
旅行に関する指令である。

※29 Consumer Protection Regulation in the Civil 
Aviation Sector （Saudi Arabia General 
Authority of Civil Aviation, pursuant to Board 
Resolution No. （8-99）.

※30 Rules of civil aviation passenger and 
baggage, domestic transport （No. 49 Decree 
CAAC, China）.

※31 Rules of civil aviation passenger and 
baggage, international transport （No. 70 
Decree CAAC, China）.

※32 Management  measures  o f  consumer 
complaint in air transport （No. 207 Decree 
CAAC, China）.
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航
空
会
社
経
営
破
た
ん
時
の
旅
客
保
護
に
関
す
る
Ｅ
Ｕ
法
制
（
工
藤
）

（
三
八
五
）

か
か
わ
ら
ず
、
米
国
と
欧
州
と
で
選
択
さ
れ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
は
全

く
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
一
方
で
米
国
は
、
短
期
及
び
長
期
の

直
接
的
な
公
的
支
援
を
行
っ
た
が
、
他
方
で
欧
州
は
、
航
空
会
社

が
私
的
な
リ
ス
ト
ラ
ク
チ
ュ
ア
リ
ン
グ
の
手
法
を
通
じ
て
再
生
す

る
こ
と
を
促
進
し
つ
つ
、
財
政
的
な
援
助
は
極
端
に
限
定
的
な
も

の
と
し
た

（
20
）

。

大
体
、
如
何
な
る
方
法
に
よ
っ
て
も
、
同
時
多
発
テ
ロ
の
航
空

産
業
へ
の
影
響
を
取
り
除
く
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。

発
生
直
後
、
連
邦
航
空
局
（F

ederal A
viation A

dm
inistration, 

F
A
A

）
は
、
す
べ
て
の
国
内
線
及
び
国
際
線
の
航
空
便
の
強
制
着

陸
措
置
に
続
き
、
四
日
間
に
わ
た
り
民
間
機
の
一
切
の
飛
行
を
禁

止
し
た
。
国
際
航
空
運
送
協
会
（International A

ir T
ransport 

A
ssociation, IA

T
A

）
の
試
算
に
よ
る
と
、
航
空
会
社
は
米
国

空
域
の
シ
ャ
ッ
ト
ダ
ウ
ン
の
四
日
間
だ
け
で
約
一
四
億
ド
ル
の
損

害
を
被
っ
た
。
運
航
は
漸
次
再
開
し
た
も
の
の
、
テ
ロ
攻
撃
が
航

空
需
要
及
び
収
益
に
対
し
て
悪
影
響
を
与
え
て
い
く
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
っ
た
。
二
〇
〇
一
年
九
月
末
時
点
で
、
国
際
線
搭
乗
者
は

前
年
同
月
比
二
三
％
減
と
な
り
、
国
内
線
搭
乗
者
は
同
じ
く

三
四
％
減
少
し
た
。
同
試
算
に
則
し
て
い
え
ば
、
航
空
産
業
は

二
〇
〇
一
年
だ
け
で
全
世
界
で
一
二
〇
億
ド
ル
と
い
う
莫
大
な
損

葉
を
借
り
れ
ば

（
19
）

、「
政
策
課
題
の
ル
ー
プ
ホ
ー
ル
」
と
い
え
な
く

も
な
い
の
で
あ
る
。
果
た
し
て
、
こ
の
よ
う
な
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
は

如
何
な
る
原
因
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

社
会
に
未
曾
有
の
パ
ニ
ッ
ク
を
生
じ
さ
せ
、
航
空
業
界
に
甚
大

な
損
害
を
与
え
た
二
〇
〇
一
年
九
月
一
一
日
の
同
時
多
発
テ
ロ
を

契
機
に
、
米
国
政
府
は
、
従
前
に
増
し
て
航
空
運
送
事
業
の
安
定

の
た
め
の
公
的
介
入
を
強
め
た
。
他
方
で
欧
州
は
、
そ
の
よ
う
な

局
面
で
こ
そ
市
場
主
義
の
貫
徹
が
必
要
で
あ
る
と
強
調
し
、
公
的

な
介
入
を
原
則
と
し
て
行
わ
な
か
っ
た
。
以
下
、
テ
ロ
後
に
欧
米

に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
対
応
の
違
い
を
紐
解
く
な
か
で
、
そ
の
理
由

を
探
る
こ
と
に
す
る
。

（
2
）
米
欧
の
政
策
不
一
致
点
と
し
て
の
破
た
ん
会
社
旅
客
保
護

同
時
多
発
テ
ロ
の
影
響
を
、
お
そ
ら
く
他
の
い
ず
れ
の
産
業
分

野
よ
り
も
強
く
受
け
た
の
が
、
航
空
セ
ク
タ
ー
で
あ
ろ
う
。
あ
の

決
定
的
な
日
を
も
っ
て
航
空
産
業
の
基
盤
が
一
機
に
不
安
定
化
し
、

オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
あ
り
方
も
永
遠
に
塗
り
変
え
ら
れ
て
し
ま
っ

た
。
米
国
連
邦
政
府
及
び
欧
州
委
員
会
は
共
に
、
そ
の
計
り
知
れ

な
い
影
響
の
一
部
を
緩
和
す
る
た
め
の
方
策
を
立
法
的
に
手
当
し

た
。
も
っ
と
も
、
地
域
差
を
超
え
た
航
空
の
本
質
的
類
似
性
に
も

二
一
一



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
二
号
（
二
〇
一
三
年
九
月
）

（
三
八
六
）

第
二
に
、
航
空
運
送
安
定
化
委
員
会
（A

ir T
ransportation 

S
tabilization B

oard, A
T
S
B

）
を
創
設
し
、
こ
れ
に
対
し
連

邦
債
務
保
証
証
書
を
航
空
会
社
の
長
期
的
な
財
務
安
定
の
た
め
に

一
〇
〇
億
ド
ル
を
限
度
と
し
て
発
給
す
る
権
限
を
付
与
し
た
。
第

三
に
、
同
時
多
発
テ
ロ
に
お
い
て
賠
償
責
任
を
負
う
こ
と
と
な
っ

た
二
社
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
一
億
ド
ル
の
損
害
賠
償
限
度
額

を
定
め
た
。
第
四
に
、
テ
ロ
発
生
か
ら
最
低
一
八
〇
日
間
、
民
間

の
戦
争
リ
ス
ク
保
険
（w

ar-risk insurance

）
に
出
資
し
又
は

同
等
の
制
度
を
政
府
と
し
て
直
接
提
供
す
る
権
限
を
運
輸
省
に
与

え
た

（
24
）

。
②　

欧
州
の
対
応

米
国
政
府
に
よ
っ
て
約
束
さ
れ
た
広
範
な
援
助
策
に
比
し
て
、

欧
州
系
航
空
会
社
に
与
え
ら
れ
た
援
助
は
極
め
て
限
定
的
な
も
の

で
あ
っ
た
。
ロ
ー
マ
条
約
以
来
競
争
政
策
に
関
し
て
Ｅ
Ｕ
加
盟
国

は
、
一
種
の
足
か
せ
を
は
め
ら
れ
て
い
た

（
25
）

。
す
な
わ
ち
欧
州
の
産

業
の
民
間
所
有
に
基
づ
く
競
争
的
な
環
境
を
確
保
す
る
と
い
う
よ

り
高
次
の
目
的
の
下
に
、
加
盟
国
政
府
が
欧
州
委
員
会
の
承
認
な

く
民
間
企
業
に
対
し
て
公
的
支
援
を
な
す
こ
と
は
、
明
示
的
に
禁

じ
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
同
時
多
発
テ
ロ
が
、
同
条
約
に
い
う

失
を
出
し
、
そ
れ
は
米
国
の
七
五
億
ド
ル
及
び
欧
州
の
一
九
億
ド

ル
の
、
そ
れ
ぞ
れ
市
場
規
模
の
損
失
を
含
ん
で
い
た

（
21
）

。
そ
こ
で
欧

州
及
び
米
国
の
航
空
会
社
は
、
す
ぐ
さ
ま
各
々
の
政
府
に
対
し
て
、

飛
行
禁
止
措
置
及
び
差
し
迫
っ
た
利
用
旅
客
減
少
に
よ
る
損
失
を

軽
減
す
る
た
め
の
手
当
を
請
願
し
た
。
米
国
で
も
欧
州
で
も
、
政

策
担
当
者
は
同
時
多
発
テ
ロ
が
航
空
会
社
を
財
政
的
に
窮
地
に
追

い
込
む
可
能
性
を
十
分
に
認
識
し
て
い
た
が
、
以
下
に
み
る
と
お

り
、
彼
ら
は
航
空
会
社
へ
の
援
助
に
つ
い
て
全
く
対
照
的
な
ア
プ

ロ
ー
チ
を
選
択
し
た

（
22
）

。

①　

米
国
の
対
応

米
国
は
、
同
時
多
発
テ
ロ
に
見
舞
わ
れ
た
航
空
産
業
を
守
る
た

め
、
迅
速
に
か
つ
包
括
的
な
対
応
を
行
っ
た
。
連
邦
議
会
は
、
テ

ロ
発
生
か
ら
実
に
二
週
間
と
い
う
ス
ピ
ー
ド
で
、「
航
空
運
送
の
安

全
と
シ
ス
テ
ム
の
安
定
に
関
す
る
法
律
（A

ir T
ransportation 

S
afety and S

ystem
 S

tabilization A
ct, A

T
S
S
S
A （

23
）

）」
を
採
択

し
た
。
Ａ
Ｔ
Ｓ
Ｓ
Ｓ
Ａ
は
、
テ
ロ
攻
撃
の
短
期
及
び
長
期
の
影
響

に
対
処
す
る
た
め
に
四
つ
の
方
策
を
講
じ
た
。
第
一
に
、
米
国
空

域
の
飛
行
禁
止
及
び
同
年
中
の
航
空
利
用
者
の
減
少
に
起
因
す
る

損
失
に
対
し
て
、
五
〇
億
ド
ル
規
模
の
即
時
補
償
措
置
を
定
め
た
。

二
一
二



航
空
会
社
経
営
破
た
ん
時
の
旅
客
保
護
に
関
す
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（
三
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七
）

時
多
発
テ
ロ
の
直
接
的
影
響
に
対
す
る
最
低
限
の
手
当
に
支
援
の

範
囲
を
限
定
し
て
、
航
空
会
社
が
私
的
な
再
編
に
よ
っ
て
テ
ロ
後

の
混
乱
を
自
力
で
乗
り
越
え
る
こ
と
を
求
め
た
。
こ
の
差
異
に
は
、

少
な
く
と
も
四
つ
の
背
景
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る

（
27
）

。
第
一
に
、

米
国
と
欧
州
は
、
同
時
多
発
テ
ロ
の
航
空
業
界
へ
の
影
響
に
つ
い

て
異
な
る
認
識
を
有
し
て
い
た

（
28
）

。
す
な
わ
ち
、
米
国
が
こ
れ
を
産

業
の
屋
台
骨
を
崩
し
か
ね
な
い
事
態
と
み
た
一
方
、
欧
州
は
産
業

の
自
助
努
力
で
克
服
可
能
な
出
来
事
と
み
た
。
第
二
に
、
市
場
に

お
け
る
自
由
競
争
を
促
進
す
る
意
図
を
有
す
る
欧
州
委
員
会
と
異

な
り
、
米
国
政
府
は
、
航
空
会
社
へ
の
公
的
支
援
な
い
し
介
入
を

慣
例
化
し
て
き
て
い
た

（
29
）

。
第
三
に
、
米
国
で
は
、
航
空
会
社
の
再

興
に
テ
ロ
攻
撃
か
ら
の
復
興
の
象
徴
と
い
う
意
味
を
与
え
て
い

た
（
30
）

。
第
四
に
、
米
国
と
欧
州
と
で
は
、
航
空
会
社
の
経
営
破
た
ん

後
の
処
理
に
つ
い
て
異
な
る
対
応
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
た

（
31
）

。
す

な
わ
ち
、
欧
州
で
は
航
空
会
社
は
市
場
原
理
の
下
で
ス
ク
ラ
ッ

プ
・
ラ
ン
ド
・
ビ
ル
ド
さ
れ
る
べ
き
も
の
、
対
し
て
米
国
で
は
法

的
手
続
下
で
延
命
な
い
し
再
生
さ
れ
る
べ
き
も
の
、
と
そ
れ
ぞ
れ

考
え
ら
れ
て
き
た
。

本
論
の
主
題
と
の
関
係
で
決
定
的
な
の
は
、
こ
の
う
ち
の
第
四

で
あ
る
。
Ａ
Ｔ
Ｓ
Ｓ
Ｓ
Ａ
を
柱
と
す
る
米
国
議
会
・
政
府
の
包
括

「
例
外
的
事
象
（exceptional occurrence

）」
に
あ
た
る
こ
と

を
理
解
し
つ
つ
も
、
欧
州
委
員
会
は
二
類
型
に
つ
い
て
の
支
援
要

請
し
か
認
め
な
か
っ
た
。
ま
ず
、
加
盟
国
が
航
空
保
険
料
の
上
昇

分
を
カ
バ
ー
す
る
こ
と
を
許
可
し
た
。
そ
れ
は
Ａ
Ｔ
Ｓ
Ｓ
Ｓ
Ａ
に

お
け
る
戦
争
リ
ス
ク
保
険
措
置
に
相
当
し
、
航
空
会
社
が
同
時
多

発
テ
ロ
発
生
前
の
レ
ベ
ル
の
費
用
で
保
険
を
購
入
で
き
る
よ
う
に

し
た
も
の
で
あ
る
。
次
い
で
、
加
盟
国
が
テ
ロ
直
後
の
米
国
空
域

飛
行
禁
止
に
直
接
起
因
す
る
損
失
を
補
償
す
る
こ
と
を
許
可
し
た
。

た
だ
し
そ
れ
に
は
二
億
ド
ル
と
い
う
限
度
額
が
設
定
さ
れ
て
お
り
、

こ
の
額
は
現
実
に
は
、
テ
ロ
後
の
需
要
低
迷
に
よ
る
も
の
も
含
め

最
終
的
に
三
六
億
ド
ル
に
上
っ
た
と
さ
れ
る
欧
州
系
航
空
会
社
の

損
失
の
、
ご
く
僅
か
な
一
部
分
を
カ
バ
ー
し
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た

（
26
）

。

③　

米
欧
の
対
応
の
違
い
の
背
景

米
国
と
欧
州
と
で
行
わ
れ
た
同
時
多
発
テ
ロ
後
の
航
空
会
社
支

援
は
、
基
本
的
な
姿
勢
に
お
い
て
全
く
対
極
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

米
国
は
政
府
に
よ
る
私
企
業
経
営
へ
の
介
入
を
こ
の
場
合
「
善
」

と
み
、
短
期
及
び
長
期
の
両
面
で
航
空
会
社
を
保
護
し
よ
う
と
し

た
。
対
し
て
欧
州
は
、
自
由
放
任
（laissez-faire

）
を
政
策
の

基
調
と
し
（
換
言
す
れ
ば
政
府
の
介
入
を
「
悪
」
と
み
て
）、
同

二
一
三
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現
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る

（
32
）

。

Ａ
Ｔ
Ｓ
Ｓ
Ｓ
Ａ
と
比
べ
て
、
欧
州
委
員
会
の
航
空
会
社
支
援

パ
ッ
ケ
ー
ジ
は
極
め
て
大
人
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
加

盟
国
政
府
が
航
空
会
社
に
対
し
て
戦
争
リ
ス
ク
保
険
を
提
供
す
る

こ
と
を
認
め
、
同
時
に
、
Ｆ
Ａ
Ａ
の
飛
行
禁
止
措
置
に
直
接
に
起

因
す
る
損
失
を
填
補
す
る
、
と
い
う
内
容
を
有
し
て
い
た
。
航
空

会
社
首
脳
及
び
加
盟
国
政
府
か
ら
の
請
願
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
欧

州
委
員
会
は
そ
の
範
囲
を
超
え
る
国
家
支
援
を
断
固
と
し
て
認
め

な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
対
応
は
、
欧
州
の
航
空
会
社
首
脳
に

と
っ
て
そ
れ
以
上
な
い
程
に
冷
酷
と
映
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
し

て
実
際
に
同
時
多
発
テ
ロ
の
発
生
か
ら
数
週
間
の
う
ち
に
、

S
w
issair

と
ベ
ル
ギ
ーS

abena

は
経
営
破
た
ん
し
、
運
航
を
停

止
し
た
。
欧
州
委
員
会
は
航
空
会
社
が
い
ず
れ
再
編
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
、
あ
る
い
は
、
自
由
市
場
の
規
律
に
任
せ
る
以
上
そ
の
よ

う
な
再
編
は
む
し
ろ
必
要
と
な
る
と
予
想
し
て
い
た
。
両
社
の
経

営
破
た
ん
は
お
そ
ら
く
想
像
以
上
に
早
く
訪
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う

が
、
欧
州
委
員
会
の
基
本
的
姿
勢
に
変
更
を
迫
る
よ
う
な
も
の
で

は
な
か
っ
た
。S

w
issair

は
か
つ
て
「
空
飛
ぶ
銀
行
（F

lying 
B
ank

）」
と
ま
で
呼
ば
れ
強
い
財
務
体
質
で
知
ら
れ
て
い
た
が
、

一
九
九
〇
年
代
に
は
経
営
判
断
の
失
敗
に
よ
り
業
績
が
悪
化
し
て

的
で
素
早
い
対
応
に
よ
り
、
テ
ロ
直
後
の
大
混
乱
の
中
で
お
そ
ら

く
相
当
に
高
い
確
率
で
発
生
し
得
た
は
ず
の
、
米
国
に
お
け
る
航

空
会
社
の
経
営
破
た
ん
又
は
運
航
停
止
と
い
っ
た
事
態
が
結
局
起

こ
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
米
系
航
空
会
社
は

二
〇
〇
一
年
第
四
四
半
期
に
七
五
億
ド
ル
の
損
失
を
出
し
た
が
、

連
邦
政
府
の
直
接
金
融
支
援
に
よ
っ
て
、
初
期
的
な
損
失
の
ほ
ぼ

全
部
を
カ
バ
ー
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
総
計
で
四
六
億
ド
ル
が

U
nited

及
びA

m
erican

に
拠
出
さ
れ
、
ま
たD

elta

も
五
億
ド

ル
以
上
の
支
援
を
受
け
た
。
直
接
的
な
支
援
に
加
え

Ａ
Ｔ
Ｓ
Ｓ
Ｓ
Ａ
は
ま
た
、
航
空
産
業
全
体
が
極
度
に
不
安
定
化
し

た
状
況
下
で
経
営
破
た
ん
へ
と
転
落
す
る
企
業
が
発
生
し
な
い
よ

う
、
連
邦
政
府
に
よ
る
長
期
債
務
保
証
を
も
規
定
し
た
。
ま
た
、

連
邦
破
産
法
の
チ
ャ
プ
タ
ー
・
イ
レ
ブ
ン
に
基
づ
く
再
建
型
倒
産

手
続
に
も
十
分
な
蓄
積
が
あ
り
、
同
手
続
の
下
、
航
空
会
社
の
運

航
の
継
続
が
実
際
上
妨
げ
ら
れ
な
い
と
い
う
見
通
し
も
十
分
に
効

い
た
。
こ
の
よ
う
な
経
緯
に
よ
り
、
突
如
失
わ
れ
た
航
空
需
要
、

記
録
的
な
損
失
計
上
、
民
間
保
険
の
入
手
困
難
と
い
っ
た
異
常
事

態
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
テ
ロ
直
後
、
主
要
航
空
会
社
に
経
営
破
た

ん
し
て
運
航
停
止
に
陥
る
よ
う
な
も
の
は
出
現
し
な
か
っ
た
。
そ

し
て
欠
航
に
よ
り
旅
先
で
立
ち
往
生
す
る
よ
う
な
旅
客
も
、
ま
た

二
一
四
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規
定
に
反
す
る
こ
と
を
認
め
つ
つ
、
当
該
支
援
は
具
体
的
に
は
如

何
な
る
意
味
に
お
い
て
も
欧
州
市
場
を
歪
ま
せ
る
こ
と
は
な
い
、

と
反
論
し
た
。
更
に
委
員
会
は
、
今
回
の
公
的
支
援
は
正
規
の
リ

ス
ト
ラ
ク
チ
ュ
ア
リ
ン
グ
手
続
を
行
う
ま
で
の
穴
埋
め
（stop-
gap

）
に
過
ぎ
な
い
と
し
、
両
社
に
対
す
る
公
的
支
援
は
最
後
の

例
外
で
あ
っ
て
、
以
後
加
盟
国
の
航
空
会
社
に
経
営
破
た
ん
が
生

じ
た
場
合
で
も
、
委
員
会
に
よ
っ
て
当
初
示
さ
れ
た
規
定
の
限
り

で
し
か
国
家
対
応
を
認
め
な
い
と
、
語
気
を
強
め
た

（
34
）

。

こ
こ
か
ら
み
え
て
く
る
の
は
、
多
額
の
公
的
資
金
が
投
入
さ
れ
、

か
つ
再
建
型
倒
産
手
続
の
適
用
が
見
込
め
、
し
た
が
っ
て
運
航
停

止
が
発
生
す
る
可
能
性
の
小
さ
い
米
国
が
、
破
た
ん
会
社
の
旅
客

に
対
す
る
保
護
を
講
ず
べ
き
実
質
的
な
基
礎
を
有
し
な
い
と
い
う

事
実
、
そ
れ
に
対
し
て
欧
州
で
は
、
加
盟
国
政
府
が
破
た
ん
航
空

会
社
に
対
す
る
つ
な
ぎ
融
資
、
政
府
保
証
の
よ
う
な
措
置
を
自
ら

の
判
断
で
行
い
得
な
い
う
え
に
、
判
断
権
限
を
有
す
る
欧
州
委
員

会
がS

w
issair

、S
abena

の
教
訓
か
ら
将
来
も
公
的
支
援
の
判

断
を
留
保
す
る
可
能
性
が
極
め
て
高
い
、
つ
ま
り
運
航
停
止
が
生

じ
る
と
い
う
濃
厚
な
予
測
で
あ
る
。
後
者
は
、
旅
客
保
護
を
推
進

す
る
積
極
的
な
動
機
と
も
な
り
得
る
の
で
あ
っ
て
、
現
在
専
ら
欧

州
に
お
い
て
こ
の
側
面
で
の
議
論
が
進
ん
で
い
る
こ
と
は
、
当
然

い
た
。
同
時
多
発
テ
ロ
は
、
そ
の
破
た
ん
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
早
め

あ
る
い
は
際
立
た
せ
た
に
過
ぎ
な
い
。
同
時
多
発
テ
ロ
か
ら
四
日

間
の
飛
行
禁
止
措
置
及
び
そ
の
後
の
需
要
低
迷
が
、
同
社
の

キ
ャ
ッ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
の
危
機
的
低
下
を
招
い
た
の
は
疑
い
な
い
。

新
た
な
融
資
を
得
ら
れ
な
く
な
っ
たS

w
issair

は
、
二
〇
〇
一

年
一
〇
月
に
破
産
し
運
航
を
完
全
に
停
止
し
た
。
ス
イ
ス
政
府
は
、

欧
州
委
員
会
の
判
断
に
従
い
、
同
社
へ
の
公
的
支
援
を
行
わ
ず
に
、

そ
の
代
わ
り
に
民
間
の
金
融
支
援
を
得
ら
れ
る
よ
う
援
助
す
る
態

度
で
臨
ん
だ

（
33
）

。

し
か
し
、
こ
の
予
期
せ
ぬ
航
空
交
通
の
途
絶
に
よ
り
、

一
九
、〇
〇
〇
人
余
の
旅
客
が
立
ち
往
生
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
社

会
問
題
化
す
る
。
狼
狽
え
た
ス
イ
ス
政
府
は
そ
こ
で
一
転
、
同
社

の
運
航
再
開
の
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
な
っ
た
。
欧
州
委

員
会
は
、
加
盟
国
政
府
か
ら
の
抗
議
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ス
イ
ス

政
府
の
こ
の
対
応
を
公
式
に
は
非
難
し
な
か
っ
た
。
次
い
で
委
員

会
は
、
欧
州
連
合
の
加
盟
国
で
あ
る
ベ
ル
ギ
ー
が
、
ほ
ぼ
同
時
期

に
経
営
破
た
ん
に
追
い
込
ま
れ
たS

abena

に
対
し
て
公
的
支
援

を
行
う
こ
と
を
も
黙
認
し
た
。
こ
れ
ら
の
対
応
は
、
自
由
市
場
主

義
と
は
相
容
れ
な
い
と
の
批
判
を
受
け
た
が
、
委
員
会
は
国
家
的

支
援
が
抽
象
的
に
は
欧
州
連
合
（
及
び
欧
州
・
ス
イ
ス
間
）
競
争

二
一
五
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部
分
の
旅
客
が
実
際
に
こ
れ
を
利
用
し
た

（
36
）

。
こ
の
事
例
は

チ
ャ
ー
タ
ー
航
空
会
社
に
関
す
る
も
の
で
は
あ
っ
た
も
の
の
、
邦

人
の
帰
還
手
続
の
発
動
と
実
施
に
関
す
る
経
験
と
し
て
一
般
化
が

可
能
な
面
を
有
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
既
存
の
民
間
機
、
同
要

員
を
利
用
し
た
も
の
の
、
す
べ
て
の
機
材
は
検
査
を
受
け
、
監
督

庁
の
承
認
を
得
る
必
要
が
あ
っ
た
た
め
、
破
た
ん
か
ら
空
輸
ス

キ
ー
ム
の
発
動
ま
で
に
数
日
を
要
し
た
。
あ
る
い
は
、
フ
ラ
イ
ト

の
み
の
旅
客
に
つ
い
て
は
と
く
に
、
現
地
で
影
響
を
受
け
て
い
る

本
人
と
コ
ン
タ
ク
ト
を
と
り
、
帰
還
に
向
け
た
調
整
を
す
る
こ
と

に
相
当
の
困
難
が
生
じ
た
。

A
ir M

adrid

は
ス
ペ
イ
ン
籍
で
、
当
時
欧
州
で
唯
一
の
長
胴

機
利
用
Ｌ
Ｃ
Ｃ
で
あ
っ
た
。
整
備
不
良
が
相
次
ぐ
な
ど
し
た
た
め

に
ス
ペ
イ
ン
政
府
が
運
航
免
許
の
剥
奪
に
動
く
と
報
道
さ
れ
た
こ

と
を
き
っ
か
け
に
、
二
〇
〇
六
年
一
二
月
に
運
航
を
停
止
す
る
に

至
っ
た
。
ス
ペ
イ
ン
、
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
諸
国
、
ル
ー
マ
ニ
ア

方
面
を
中
心
に
一
〇
万
人
以
上
の
旅
客
が
立
ち
往
生
し
た
。
そ
の

大
部
分
は
ホ
リ
デ
ー
・
シ
ー
ズ
ン
に
帰
省
す
る
た
め
の
移
民
で

あ
っ
た
。
ス
ペ
イ
ン
の
監
督
庁
は
、
チ
ェ
ー
タ
ー
便
を
仕
立
て
て

約
八
、〇
〇
〇
人
の
旅
行
者
を
予
定
地
に
送
り
届
け
た
。
ま
た
、

同
業
者
のA

ir C
om

et

が A
ir M

adrid

の
資
産
及
び
路
線
を
急

の
成
り
行
き
と
さ
え
い
い
得
る
の
で
あ
る
。

Ⅲ 　

経
営
破
た
ん
に
伴
う
欠
航
と
旅
客
保
護

（
1
）
経
営
破
た
ん
に
伴
う
欠
航
の
特
性
と
旅
客
保
護
の
要
請

欧
州
に
お
け
る
近
時
の
破
た
ん
事
例
と
そ
こ
で
の
旅
客
保
護
の

経
験
を
、
ま
ず
は
み
て
お
き
た
い
。

X
L
 A

irw
ays

は
英
国
の
チ
ャ
ー
タ
ー
航
空
会
社
で
あ
り
、

二
〇
〇
八
年
九
月
の
破
た
ん
に
よ
り
、
八
万
か
ら
八
万

五
、〇
〇
〇
人
の
旅
客
が
旅
先
で
立
ち
往
生
し
た
が
、
別
に
、

二
四
万
人
が
翌
月
に
か
け
て
の
予
約
を
有
し
て
い
た
。
旅
客
の
ほ

と
ん
ど
は
パ
ッ
ケ
ー
ジ
旅
行
に
組
み
込
ま
れ
た
予
約
記
録
を
有
し

て
お
り
、
よ
っ
て
彼
ら
は
パ
ッ
ケ
ー
ジ
旅
行
者
を
保
護
す
る
英
国

政
府
の
旅
行
業
者
監
督
ス
キ
ー
ム
（A

ir T
ravel O

rganisers ’ 
L
icensing, A

T
O
L

）
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た

（
35
）

。
そ
れ

以
外
の
八
、〇
〇
〇
か
ら
一
万
人
は
フ
ラ
イ
ト
の
み
の
予
約
を
有

す
る
旅
客
で
あ
っ
た
。
英
国
の
航
空
監
督
庁
は
、
Ａ
Ｔ
Ｏ
Ｌ
ス

キ
ー
ム
に
基
づ
き
邦
人
帰
還
の
た
め
の
空
輸
を
開
始
し
た
。
本
来
、

こ
の
措
置
は
パ
ッ
ケ
ー
ジ
旅
客
を
対
象
と
し
て
い
た
が
、
航
空
便

の
み
の
旅
客
も
費
用
を
負
担
す
る
条
件
で
参
加
が
認
め
ら
れ
、
大

二
一
六



航
空
会
社
経
営
破
た
ん
時
の
旅
客
保
護
に
関
す
る
Ｅ
Ｕ
法
制
（
工
藤
）

（
三
九
一
）

務
的
困
窮
は
既
に
大
き
く
報
道
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
末
期
に
は
極

め
て
低
い
予
約
し
か
入
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
全
て
の
機

材
は
本
国
に
帰
還
出
来
た
と
い
う
事
情
も
あ
っ
た
。S

abena

の

子
会
社
で
あ
る
Ｄ
Ａ
Ｔ
は
、
ベ
ル
ギ
ー
政
府
の
つ
な
ぎ
融
資
を
受

け
て
、
す
ぐ
さ
ま
路
線
の
一
部
を
承
継
し
運
航
を
再
開
し
た
。
こ

れ
は
、
ほ
ぼ
同
時
期
に
破
た
ん
し
たS

w
issair

に
お
い
て
、
多

数
の
孤
立
旅
客
を
生
じ
た
一
方
、
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
な
帰
還
手
法
が

採
ら
れ
た
こ
と
と
対
照
的
と
い
い
得
る
。S

abena

の
事
例
は
、

旅
客
保
護
の
観
点
か
ら
は
、
大
規
模
な
経
営
破
た
ん
時
の
対
応
の

一
つ
の
手
本
を
示
す
も
の
で
あ
る

（
39
）

。

以
上
の
各
事
例
は
経
営
の
規
模
、
運
航
モ
デ
ル
、
末
期
に
お
け

る
状
況
等
々
、
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
事
情
を
有
し
対
応
も
一
様
で
は

な
い
が
、
総
合
的
に
評
価
す
る
と
き
、
少
な
く
と
も
①
監
督
庁
に

よ
る
経
営
状
況
の
悪
化
に
つ
い
て
の
適
切
な
把
握
、
②
破
た
ん
後

の
緊
急
課
題
と
し
て
の
邦
人
帰
還
、
③
帰
還
の
た
め
の
輸
送
開
始

ま
で
の
間
の
旅
客
の
ビ
バ
ー
ク
、
④
旅
客
に
対
す
る
返
金
、
適
切

な
補
償
と
い
う
旅
客
保
護
問
題
が
、
航
空
会
社
の
経
営
破
た
ん
時

に
考
慮
さ
れ
る
べ
き
事
項
と
し
て
経
験
的
に
確
認
さ
れ
た
こ
と
に

な
る
。
こ
れ
ら
に
対
し
て
、
経
営
破
た
ん
を
防
ぎ
旅
客
が
リ
ス
ク

に
さ
ら
さ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
か
、
又
は
リ
ス
ク
を
当
初
段
階
に

き
ょ
引
き
継
ぎ
、
輸
送
を
実
質
的
に
継
続
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ

で
も
数
千
人
単
位
の
旅
客
が
取
り
残
さ
れ
た
ま
ま
と
な
っ
た
。
ス

ペ
イ
ン
政
府
は
、
航
空
監
督
庁
と
空
港
と
連
携
し
つ
つ
国
際
礼
譲

（courtesy
）
の
観
点
か
ら
そ
う
し
た
旅
客
へ
の
対
応
に
当
た
っ

た
。
同
国
法
上
、
航
空
券
の
払
い
戻
し
、
補
償
な
ど
に
関
す
る
措

置
は
な
く
、
倒
産
処
理
手
続
に
お
い
て
、
旅
客
に
優
先
再
生
債
権

者
と
し
て
の
地
位
を
与
え
る
こ
と
も
模
索
さ
れ
た
が
、
債
権
者
及

び
破
産
会
社
の
反
対
に
あ
う
な
ど
の
混
乱
が
生
じ
た
。
こ
こ
で
は

空
輸
に
関
す
る
問
題
に
加
え
、
旅
客
に
対
す
る
補
償
の
困
難
性
が

浮
き
彫
り
に
な
っ
た

（
37
）

。

E
U
Jet

は
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
Ｌ
Ｃ
Ｃ
で
あ
り
、A

ir M
adrid

に
似
通
っ
た
経
緯
を
辿
っ
て
二
〇
〇
五
年
七
月
に
運
航
を
停
止
し

た
。
欧
州
各
地
に
五
、〇
〇
〇
人
余
り
の
立
ち
往
生
客
が
発
生
し

た
が
、
同
業
他
社
が
特
別
に
低
料
金
を
設
定
し
て
、
帰
還
を
積
極

的
に
援
助
し
た
た
め
大
き
な
混
乱
は
生
じ
な
か
っ
た
。
未
行
使
の

航
空
券
に
つ
い
て
も
払
い
戻
し
が
な
さ
れ
た

（
38
）

。

S
abena

は
ベ
ル
ギ
ー
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
キ
ャ
リ
ア
で
あ
っ
た

が
、
同
時
多
発
テ
ロ
の
余
波
を
受
け
て
二
〇
〇
一
年
一
一
月
に
破

た
ん
し
た
。
興
味
深
い
こ
と
に
、
運
航
停
止
で
立
ち
往
生
し
た
旅

客
は
多
く
は
な
く
、
大
き
な
混
乱
は
生
じ
な
か
っ
た
。
同
社
の
財

二
一
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日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
二
号
（
二
〇
一
三
年
九
月
）

（
三
九
二
）

① 　

航
空
会
社
の
財
務
を
含
む
経
営
状
況
に
つ
い
て
の
監
督
庁

の
監
視
強
化（40）

経
営
破
た
ん
へ
の
境
界
上
に
あ
る
航
空
会
社
を
捕
捉
し
、
財
務

的
安
定
性
を
監
視
し
、
公
表
す
る
シ
ス
テ
ム
の
構
築
が
、
念
頭
に

置
か
れ
て
い
る
。
既
に
、
市
場
参
入
規
制
を
行
う
規
則

R
egulation 

（E
C

） 1008/2008 （
41
） 

は
、
予
防
原
則
に
立
ち
、
財
務

的
健
全
性
を
航
空
運
航
免
許
を
請
い
受
け
る
う
え
で
の
条
件
と
し

て
い
る
（A

rt. 5.1

）。
ま
た
、
航
空
会
社
は
監
督
庁
に
対
し
て
毎

決
算
期
監
査
済
財
務
諸
表
を
提
出
す
る
こ
と
を
要
し
、
そ
の
他
監

督
庁
は
何
時
で
も
所
管
の
航
空
会
社
の
財
務
査
定
を
行
う
こ
と
が

で
き
る
（A

rt. 8.4

）。
そ
し
て
、
同
査
定
に
基
づ
き
、
向
こ
う

一
二
ヶ
月
間
に
わ
た
り
免
許
に
適
合
す
る
諸
義
務
を
航
空
会
社
が

履
行
で
き
な
い
と
判
断
す
る
と
き
は
、
監
督
庁
は
当
該
航
空
会
社

の
運
航
免
許
の
停
止
又
は
取
消
し
の
処
分
を
行
う
こ
と
が
で
き
る

（A
rt. 9.1

）。
監
督
庁
が
技
術
的
問
題
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
よ
う

に
航
空
会
社
の
財
務
問
題
に
も
コ
ミ
ッ
ト
し
、
免
許
停
止
等
の
措

置
を
採
れ
れ
ば
強
力
な
旅
客
保
護
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま

た
、
最
終
手
段
と
し
て
の
免
許
停
止
に
至
る
段
階
で
、
潜
在
的
な

利
用
者
に
対
し
公
正
に
危
険
性
を
警
告
で
き
れ
ば
、
そ
の
効
果
は

更
に
高
ま
る
と
い
え
る
。

お
い
て
最
小
化
す
る
た
め
の
予
防
的
手
法
と
、
リ
ス
ク
が
顕
在
化

し
た
後
に
そ
れ
を
カ
バ
ー
す
る
対
処
的
手
法
と
を
組
み
合
わ
せ
て
、

措
置
が
講
じ
ら
れ
る
べ
き
こ
と
に
な
る
。

（
2
）
欧
州
に
お
け
る
議
論
の
内
容

予
防
的
手
法
、
対
処
的
手
法
の
両
面
か
ら
本
問
題
に
対
応
す
べ

く
、
欧
州
委
員
会
、
及
び
そ
の
委
託
研
究
と
し
て
各
研
究
機
関
に

お
い
て
こ
れ
ま
で
議
論
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
て
い
る
。
こ
れ
ら

を
下
敷
き
に
今
後
立
法
作
業
が
進
む
こ
と
に
な
る
。
議
論
の
内
容

は
、
よ
り
具
体
的
に
は
、
①
航
空
会
社
の
財
務
を
含
む
経
営
状
況

に
つ
い
て
の
監
督
庁
の
監
視
強
化
。
②
航
空
券
購
入
チ
ャ
ネ
ル
に

お
け
る
旅
客
へ
の
注
意
喚
起
の
強
化
。
③
破
た
ん
処
理
に
対
す
る

国
家
責
任
の
明
確
化
。
④
航
空
会
社
の
責
任
保
険
強
制
加
入
。
⑤

旅
客
の
保
険
強
制
加
入
。
⑥
旅
客
の
出
資
に
基
づ
く
共
通
補
償
基

金
の
創
設
。
⑦
倒
産
処
理
に
お
け
る
旅
客
債
権
の
優
先
的
取
扱
い
、

の
七
つ
に
集
約
さ
れ
る
が
、
Ｅ
Ｕ
が
過
去
の
経
験
に
多
く
を
学
ん

で
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
各
要
旨
を
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
考
え

ら
れ
る
課
題
点
と
と
も
に
紹
介
す
る
と
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

二
一
八



航
空
会
社
経
営
破
た
ん
時
の
旅
客
保
護
に
関
す
る
Ｅ
Ｕ
法
制
（
工
藤
）

（
三
九
三
）

を
強
め
て
き
て
い
る
。
た
だ
し
現
行
規
則
は
、
消
費
者
契
約
規
制

と
し
て
の
、
表
示
画
面
及
び
広
告
内
容
の
真
実
性
に
つ
い
て
の
一

般
的
な
も
の
で
あ
る
（R

egulation 1008/2008 （
43
）

）。
広
告
手
法

の
透
明
性
、
情
報
の
完
全
性
及
び
適
時
性
の
ボ
ト
ム
ラ
イ
ン
で
の

確
保
は
消
費
者
法
的
に
は
重
要
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
旅
客
の
主
体

的
な
予
防
行
動
を
喚
起
す
る
た
め
の
方
策
に
位
置
付
け
る
こ
と
に

は
、
異
質
の
感
が
否
め
な
い
。
破
た
ん
航
空
会
社
に
限
ら
ず
、
日

常
的
に
欠
航
、
延
着
は
発
生
し
得
る
の
で
あ
る
し
、
ど
の
よ
う
な

リ
ス
ク
を
想
定
し
、
ど
こ
ま
で
の
情
報
を
旅
客
に
提
供
す
る
か
は
、

や
は
り
議
論
を
呼
ぶ
こ
と
に
な
ろ
う
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
に
表
示

す
る
情
報
を
強
制
で
き
て
も
、
消
費
者
に
よ
る
そ
の
完
全
な
閲
覧

を
確
保
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
そ
う
し
な
か
っ
た
顧
客
を
自

己
責
任
と
し
て
切
り
捨
て
る
こ
と
も
で
き
な
い
に
違
い
な
い
。

③　

破
た
ん
処
理
に
対
す
る
国
家
責
任
の
明
確
化（44）

航
空
会
社
に
対
し
運
航
免
許
を
与
え
て
い
る
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
の
、

利
用
者
に
対
す
る
責
任
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

経
営
破
た
ん
と
い
う
特
別
な
状
況
に
お
い
て
立
ち
往
生
を
余
儀
な

く
さ
れ
て
い
る
旅
行
者
に
緊
急
輸
送
等
の
保
護
を
与
え
る
加
盟
国

の
義
務
を
前
提
と
し
た
う
え
で
、
迅
速
か
つ
有
効
な
空
輸
を
航
空

し
か
し
実
際
に
は
、
財
務
情
報
に
関
す
る
評
価
判
断
に
は
、
高

度
の
専
門
知
識
を
要
す
る
。
す
べ
て
の
加
盟
国
の
航
空
監
督
庁
が
、

そ
の
た
め
の
一
定
水
準
以
上
の
能
力
を
備
え
る
こ
と
が
で
き
る
か

は
課
題
と
な
る
。
ま
た
、
開
示
の
精
度
を
上
げ
る
こ
と
は
、
新
規

参
入
企
業
に
は
こ
れ
ま
で
以
上
に
高
い
参
入
障
壁
と
な
り
、
加
え

て
と
く
に
非
上
場
企
業
に
は
大
き
な
コ
ス
ト
要
因
と
な
る
。

② 　

航
空
券
購
入
チ
ャ
ネ
ル
に
お
け
る
旅
客
へ
の
注
意
喚
起
の

強
化（42）

航
空
会
社
の
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
・
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
そ
の
他
の
航

空
券
販
売
チ
ャ
ネ
ル
に
お
い
て
、
消
費
者
注
意
喚
起
情
報
の
表
示

を
拡
充
す
る
こ
と
が
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
。
航
空
券
使
用
不
能

リ
ス
ク
、
保
険
購
入
オ
プ
シ
ョ
ン
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
・
カ
ー
ド
使
用

約
款
の
払
い
戻
し
条
件
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
・
カ
ー
ド
付
帯
保
険

（S
cheduled A

irline F
ailure Insurance, S

A
F
I

）
の
適
用
可

能
性
、
パ
ッ
ケ
ー
ジ
旅
行
指
令
の
適
用
に
よ
る
保
護
の
範
囲
等
が
、

こ
れ
に
含
ま
れ
る
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
た
ダ
イ
レ
ク
ト
・
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ

の
普
及
と
そ
こ
で
の
表
示
の
重
要
性
に
鑑
み
、
Ｅ
Ｕ
と
同
加
盟
国

政
府
は
、
こ
れ
ま
で
も
航
空
会
社
が
行
う
表
示
・
開
示
へ
の
監
視

二
一
九



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
二
号
（
二
〇
一
三
年
九
月
）

（
三
九
四
）

あ
る
。
航
空
事
業
者
に
対
す
る
付
保
強
制
を
定
め
る
規
則

R
egulation 785/2004 （

46
） 

を
改
正
し
補
償
範
囲
を
拡
げ
る
こ
と
が

念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
。
従
来
、
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
最
も
影
響
の
大

き
い
旅
客
保
護
規
定
は
、
前
述
の
と
お
り
パ
ッ
ケ
ー
ジ
旅
行
者
に

対
す
る
保
護
指
令C

ouncil D
irective 90/314/E

E
C

で
あ
っ

た
。
全
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
は
こ
れ
に
つ
い
て
の
国
内
法
措
置
を
終
え
て

お
り
、
補
償
措
置
の
一
部
を
除
き
そ
の
適
用
基
準
は
ほ
ぼ
共
有
さ

れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
近
時
そ
の
割
合
が
次
第
に
大
き
く
な
っ

て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
旅
行
会
社
を
通
さ
ず
に
個
人
的
に
組

ま
れ
た
場
合
の
航
空
券
は
、
同
指
令
の
適
用
外
と
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
航
空
会
社
自
身
の
保
険
料
負
担
に
お
い
て
、
代
替
的
交

通
手
段
の
利
用
、
及
び
チ
ケ
ッ
ト
購
入
費
用
の
払
い
戻
し
を
確
保

し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
保
険
の
購
入
は
保
険
市
場
圧
力
と
無
関
係
で
は
な
く
、

経
営
状
態
の
悪
化
し
た
企
業
に
つ
い
て
は
高
い
保
険
料
プ
レ
ミ
ア

ム
の
発
生
を
避
け
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
そ
の
こ
と
自
体
の
負
担
に

よ
っ
て
、
企
業
の
死
期
を
早
め
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

⑤　

旅
客
の
保
険
強
制
加
入（47）

航
空
会
社
の
経
営
破
た
ん
時
に
代
替
交
通
機
関
の
利
用
料
及
び

業
界
と
連
携
し
て
実
施
し
、
必
要
に
応
じ
て
軍
用
機
を
投
入
す
る

た
め
の
手
続
を
定
め
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。

民
間
人
の
航
空
輸
送
に
つ
い
て
は
、
相
当
な
数
の
前
例
が
欧
州

内
外
に
存
在
す
る
が
、
航
空
産
業
に
よ
る
任
意
の
協
力
を
前
提
に
、

ア
ド
・
ホ
ッ
ク
に
行
わ
れ
て
き
た
実
態
が
あ
る
。
し
か
し
、

Ｌ
Ｃ
Ｃ
で
も
数
万
人
規
模
に
上
る
利
用
者
数
、
と
り
わ
け
旅
行
繁

忙
期
に
お
け
る
対
処
の
困
難
さ
に
鑑
み
れ
ば
、
政
府
が
介
入
し
て

適
用
可
能
な
資
源
の
特
定
と
そ
の
適
切
な
配
置
を
組
織
的
に
行
う

必
要
性
は
高
い
。
政
府
に
と
っ
て
、
例
え
ば
一
万
人
の
民
間
人
が
、

も
し
そ
れ
が
各
人
の
自
己
責
任
に
基
づ
く
選
択
行
動
と
し
て
の
旅

行
予
約
の
結
果
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
海
外
で
立
ち
往
生
し
て
い

る
状
況
を
放
置
で
き
な
い
し
、
礼
譲
の
観
点
か
ら
、
行
き
場
を

失
っ
て
い
る
外
国
人
も
見
殺
し
に
は
で
き
な
い
。
航
空
会
社
、
空

港
会
社
等
の
ス
テ
ー
ク
・
ホ
ル
ダ
ー
だ
け
で
な
く
一
般
世
論
も
、

国
家
が
周
到
な
準
備
を
背
景
に
事
態
に
対
応
す
る
こ
と
を
歓
迎
す

る
で
あ
ろ
う
。

④　

航
空
会
社
の
責
任
保
険
強
制
加
入（45）

す
べ
て
の
航
空
会
社
に
対
し
て
、
経
営
破
た
ん
時
の
旅
客
保
護

費
用
を
担
保
す
る
た
め
の
保
険
加
入
を
強
制
す
る
と
い
う
も
の
で

二
二
〇



航
空
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経
営
破
た
ん
時
の
旅
客
保
護
に
関
す
る
Ｅ
Ｕ
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制
（
工
藤
）

（
三
九
五
）

て
高
額
な
保
険
料
と
な
る
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。

⑥　

旅
客
の
出
資
に
基
づ
く
共
通
補
償
基
金
の
創
設（48）

一
定
の
方
法
で
航
空
券
の
購
入
額
に
保
険
料
を
上
乗
せ
し
、
政

府
等
が
こ
れ
を
航
空
会
社
の
経
営
破
た
ん
に
備
え
て
管
理
す
る
と

い
う
も
の
で
あ
る
。
負
担
者
と
受
益
者
と
が
一
致
す
る
そ
の
基
本

的
な
発
想
は
単
純
で
あ
る
。

し
か
し
、
保
険
料
を
如
何
に
定
め
る
か
は
、
実
際
に
は
困
難
な

判
断
を
伴
う
。
一
律
の
賦
課
金
方
式
を
採
る
と
、
こ
れ
は
リ
ス
ク

に
基
づ
く
プ
レ
ミ
ア
ム
の
あ
る
べ
き
負
担
と
一
致
し
な
く
な
る
。

ま
た
、
結
果
と
し
て
給
付
さ
れ
る
補
償
金
額
と
の
関
係
で
衡
平
と

い
え
る
た
め
に
は
、
高
額
の
チ
ケ
ッ
ト
ほ
ど
保
険
料
も
高
く
な
る
、

比
例
的
な
負
担
を
検
討
す
べ
き
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら

の
要
請
を
組
み
合
わ
せ
る
と
す
る
な
ら
、
極
め
て
複
雑
な
保
険
料

体
系
を
要
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
制
度
構
築
上
の
課
題
は

他
に
も
あ
る
。
加
盟
国
単
位
で
い
う
と
数
年
に
一
回
程
度
の
低
い

頻
度
の
イ
ベ
ン
ト
の
た
め
に
、
保
険
料
の
算
定
、
徴
収
、
運
用
、

審
査
及
び
支
払
を
自
前
の
ス
タ
ッ
フ
を
抱
え
て
運
営
し
て
い
く
と

す
る
な
ら
、
お
そ
ら
く
膨
大
な
管
理
費
用
を
生
み
出
す
こ
と
に
な

り
、
そ
の
統
計
的
希
少
性
か
ら
し
て
、
無
駄
の
大
き
い
手
法
と
評

支
払
済
航
空
券
代
金
等
に
つ
い
て
の
補
償
を
受
け
る
た
め
の
保
険

を
、
旅
行
者
個
人
が
購
入
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
十
分
な
情

報
が
開
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
前
提
で
、
航
空
会
社
に
義
務
を
履

行
す
る
責
任
が
あ
る
一
方
で
、
航
空
券
保
有
者
に
も
航
空
券
購
入

判
断
の
責
任
が
あ
る
。
こ
の
手
法
は
消
費
者
の
リ
ス
ク
を
抑
制
し
、

そ
の
費
用
負
担
は
受
益
者
た
る
彼
ら
に
帰
す
る
の
で
あ
っ
て
、
単

純
で
あ
る
。
航
空
企
業
自
身
の
努
力
に
依
存
し
な
い
た
め
、
航
空

業
界
の
需
要
変
動
に
対
す
る
耐
性
が
高
い
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
も
あ

る
。も

っ
と
も
、
保
険
証
券
で
カ
バ
ー
さ
れ
る
範
囲
は
議
論
と
な
り

得
る
。
欠
航
、
遅
延
に
よ
り
利
用
で
き
な
か
っ
た
ホ
テ
ル
の
代
金

は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
も
含
め
る
と
す
る
と
、
従
来
ク
レ

ジ
ッ
ト
・
カ
ー
ド
の
利
用
付
帯
保
険
と
し
て
運
用
さ
れ
て
き
た

Ｓ
Ａ
Ｆ
Ｉ
に
類
似
し
た
機
能
を
持
っ
て
く
る
。
し
か
し
Ｓ
Ａ
Ｆ
Ｉ

の
保
険
料
が
低
廉
で
あ
れ
た
の
は
、
数
万
人
規
模
の
欠
航
と
そ
れ

に
伴
っ
て
関
連
費
用
が
大
規
模
に
発
生
す
る
「
異
常
な

（extraordinary

）」
事
態
を
補
償
対
象
か
ら
除
い
て
い
た
た
め

で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
る
べ
き
で
な
い
。
ま
た
、
保
険
料
が
仮
に
リ

ス
ク
・
プ
レ
ミ
ア
ム
を
反
映
し
た
形
に
な
る
と
す
る
と
、
信
用

デ
ー
タ
の
蓄
積
の
乏
し
い
新
規
参
入
Ｌ
Ｃ
Ｃ
で
は
、
運
賃
に
比
べ

二
二
一
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（
3
）
欧
州
に
よ
る
ア
ク
シ
ョ
ン
の
方
向
性

こ
の
程
、
欧
州
委
員
会
は
、
航
空
旅
客
保
護
に
関
す
る
欧
州
議

会
の
諮
問
に
対
し
て
、「
共
通
補
償
基
金
（R

eserve 
C
om

pensation F
und

）」
の
創
設
と
、
路
線
を
共
有
す
る
す
べ

て
の
航
空
会
社
が
有
事
に
座
席
を
融
通
す
る
と
い
う
「
共
助
責
任

（m
utual responsibility

）」
に
基
づ
く
解
決
を
答
申
し
た

（
50
）

。
委

員
会
は
、
現
在
、
同
趣
旨
に
お
い
て
、
パ
ッ
ケ
ー
ジ
旅
行
指
令

C
ouncil D

irective 90/314/E
E
C

の
保
護
を
、
個
人
手
配
旅

行
に
ま
で
拡
充
す
る
場
合
の
政
策
影
響
評
価
を
終
え
よ
う
と
し
て

い
る
。

欧
州
委
員
会
に
は
、
も
と
も
と
本
問
題
に
全
く
介
入
し
な
い
と

い
う
選
択
肢
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
既
存
の
保
護
策
が
関
係

す
る
旅
客
の
保
護
が
十
全
に
機
能
し
な
い
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、

今
後
も
経
営
破
た
ん
に
よ
っ
て
生
じ
た
コ
ス
ト
を
旅
客
に
押
し
付

け
続
け
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
旅
客
へ
の
補
償

と
、
空
輸
等
の
緊
急
対
応
と
い
う
二
つ
の
大
き
な
課
題
に
、
ひ
と

ま
ず
手
を
つ
け
る
こ
と
を
決
断
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

価
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
。

⑦　

倒
産
処
理
に
お
け
る
旅
客
債
権
の
優
先
的
取
扱
い（49）

倒
産
処
理
、
と
く
に
精
算
手
続
に
お
い
て
、
旅
客
を
優
先
債
権

者
の
ク
ラ
ス
に
位
置
付
け
る
こ
と
が
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
。
再

生
型
の
処
理
で
は
運
航
が
継
続
さ
れ
旅
客
保
護
の
要
請
も
そ
れ
だ

け
後
退
す
る
た
め
に
、
航
空
企
業
で
は
再
生
手
続
の
利
用
を
促
進

す
べ
き
と
す
る
主
張
も
な
い
こ
と
な
い
。
し
か
し
、
Ｅ
Ｕ
に
は
倒

産
法
制
及
び
同
実
務
に
対
し
て
固
有
の
考
え
方
が
あ
り
、
特
定
事

業
種
の
特
定
問
題
の
た
め
に
そ
の
本
質
的
変
更
を
迫
る
こ
と
は
現

実
的
で
な
い
し
、
す
べ
き
で
も
な
い
。
こ
の
前
提
の
下
で
は
、
清

算
型
処
理
に
際
し
て
、
手
続
開
始
前
の
一
定
期
間
に
発
生
し
た
労

働
債
権
同
様
、
旅
客
の
運
送
契
約
上
の
債
権
を
共
益
債
権
と
し
得

る
か
ど
う
か
が
問
題
と
さ
れ
よ
う
が
、
任
意
性
が
高
く
、
債
権
額

も
限
定
さ
れ
る
旅
客
の
債
権
を
、
労
働
債
権
と
同
列
に
扱
う
こ
と

は
実
際
に
は
難
し
い
と
い
え
よ
う
。
更
に
い
え
ば
、
破
産
手
続
に

お
け
る
債
権
保
護
は
、
旅
客
保
護
要
請
の
う
ち
の
一
部
を
カ
バ
ー

す
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

二
二
二
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状
況
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
と
窮
迫
時
の
警
告
に
つ
い
て
も
、
そ
の
有

効
性
と
正
当
性
を
に
わ
か
に
は
首
肯
で
き
な
い
。
既
に
主
要
資
本

市
場
に
お
い
て
四
半
期
報
告
と
継
続
性
リ
ス
ク
に
関
す
る
開
示
が

実
施
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
投
入
さ
れ
て
い
る
社
会
的
な
エ
ネ
ル

ギ
ー
と
同
等
以
上
の
精
力
を
特
定
産
業
分
野
の
み
に
傾
注
し
て
、

か
つ
同
程
度
の
精
度
を
も
っ
て
、
そ
れ
以
上
に
短
い
タ
イ
ミ
ン
グ

で
予
想
値
に
基
づ
く
有
効
な
「
警
告
」
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
る

か
ど
う
か
は
、
相
当
に
疑
わ
し
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
ま
た
、

不
確
実
性
を
存
立
基
盤
と
す
る
企
業
活
動
に
対
し
て
、
監
督
庁
が

予
測
と
称
し
て
最
悪
の
シ
ナ
リ
オ
を
押
し
付
け
る
と
し
た
ら
、
そ

れ
自
体
市
場
の
歪
曲
を
歪
め
る
お
そ
れ
が
大
き
い
の
で
は
な
い
か

（
52
）

。

そ
う
考
え
て
く
る
と
、
欧
州
に
と
っ
て
こ
の
問
題
が
非
常
に
困
難

な
政
策
課
題
で
あ
る
こ
と
が
再
確
認
さ
れ
る
。

一
方
、
航
空
産
業
へ
の
介
入
志
向
が
強
い
米
国
も
、
欧
州
の
動

向
を
固
唾
を
飲
ん
で
見
守
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
真
実
で
あ
ろ
う
。

米
国
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
路
線
で
あ
る
大
西
洋
路
線
に
は
、
既

に
米
欧
双
方
か
ら
の
Ｌ
Ｃ
Ｃ
の
参
入
が
相
次
い
で
お
り
、
そ
の

シ
ェ
ア
も
年
々
高
ま
っ
て
い
る
。
米
国
人
が
米
国
籍
の
航
空
会
社

を
利
用
し
、
当
該
会
社
は
チ
ャ
プ
タ
ー
・
イ
レ
ブ
ン
で
確
実
に
運

航
が
維
持
さ
れ
る
と
い
う
の
は
、
早
晩
神
話
に
過
ぎ
な
く
な
る

（
53
）

。

Ⅳ　

結　

語

報
道

（
51
）

に
よ
る
と
、
欧
州
委
員
会
は
、
航
空
会
社
経
営
破
た
ん
時

の
旅
客
保
護
、
と
り
わ
け
旅
客
へ
の
金
銭
的
補
償
の
た
め
、
共
通

補
償
基
金
を
創
設
す
る
具
体
的
議
論
を
開
始
し
た
に
止
ま
ら
ず
、

同
時
に
、
加
盟
国
政
府
が
各
国
の
航
空
会
社
の
財
務
状
況
を
モ
ニ

タ
ー
す
る
と
と
も
に
、
旅
客
の
保
護
に
適
合
し
な
い
航
空
会
社
に

つ
い
て
は
委
員
会
に
報
告
す
る
制
度
を
も
設
け
、
こ
れ
ら
を
政
策

の
柱
に
措
え
る
方
針
と
い
う
。

欧
州
に
お
け
る
航
空
会
社
経
営
破
た
ん
時
の
旅
客
保
護
が
、
余

計
な
公
的
支
援
に
よ
っ
て
非
効
率
な
航
空
会
社
を
延
命
さ
せ
な
い

と
い
う
、
市
場
主
義
の
哲
学
に
由
来
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当

該
旅
客
保
護
の
た
め
の
方
策
の
柱
が
そ
の
原
理
に
反
す
る
共
通
補

償
基
金
の
創
設
に
据
え
ら
れ
つ
つ
あ
る
の
は
、
い
か
に
も
皮
肉
な

こ
と
で
あ
る
。
本
来
な
ら
役
務
の
確
実
な
給
付
を
期
待
し
て
行
わ

れ
る
は
ず
の
消
費
行
動
が
、
補
償
基
金
が
軌
道
に
乗
る
こ
と
に

よ
っ
て
航
空
会
社
の
経
営
破
た
ん
リ
ス
ク
を
度
外
視
で
き
る
こ
と

に
な
り
、
非
効
率
な
航
空
会
社
を
か
え
っ
て
温
存
さ
せ
る
こ
と
に

な
り
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
も
う
一
方
の
柱
で
あ
る
監
督
庁
に
よ
る
航
空
会
社
の
財
務

二
二
三
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参
照
。

（
2
） C

ouncil D
irective 

（E
C

） 90/314/E
E
C
 on package 

travel, package holydays and package tours, O
J N

o L
158, 

23/06/1990, P
0059-0064. 

こ
こ
に
「
パ
ッ
ケ
ー
ジ
（package

）」

と
は
、
二
四
時
間
又
は
一
泊
以
上
に
わ
た
る
事
前
手
配
旅
行
で
あ

り
、
移
動
、
宿
泊
そ
の
他
の
旅
行
サ
ー
ビ
ス
を
組
み
合
わ
せ
、
包

括
料
金
に
お
い
て
販
売
さ
れ
る
も
の
を
い
う
（A

rt. 2

）。
事
前
手

配
旅
行
の
手
配
者
（organizer

）
又
は
販
売
者
（retailer

）
は
、

旅
行
の
価
格
、
条
件
等
に
つ
き
誤
認
を
与
え
る
表
現
を
用
い
て
は

な
ら
ず
、
ま
た
、
必
要
情
報
を
明
瞭
に
含
む
書
面
を
旅
行
者
に
事

前
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（A

rts. 3 &
 4

）。
加
え
て
、
手

配
者
・
販
売
者
は
、
運
航
会
社
等
の
破
産
（insolvency

）
に
備
え
、

旅
行
者
に
対
す
る
旅
行
料
金
の
返
還
と
、
旅
行
者
の
本
国
送
還
の

た
め
に
十
分
な
余
剰
資
金
の
証
明
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（A
rt. 7

）。

（
3
） S

teer D
avies G

leave, Im
pact A

ssessm
ent of 

P
assenger P

rotection in the E
vent of A

irline Insolvency, 
F
inal R

eport P
repared for E

uropean C
om

m
ission, D

G
 

M
O
V
E
, p. 17, M

arch 2011, available at http://ec.europa.
eu/transport/them

es/passengers/studies/doc/2011_03_ 
passenger-rights-airline-insolvency.pdf 

（last visited June 
23, 2013

）.
（
4
） R

esolution on P
assenger C

om
pensation in the E

vent 
of A

irline B
ankruptcy, E

uropean P
arliam

ent, N
ovem

ber 

そ
の
時
、
や
は
り
彼
ら
も
旅
客
権
利
章
典
の
一
章
に
、
経
営
破
た

ん
時
の
旅
客
対
応
を
記
さ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

Ｅ
Ｕ
は
既
に
、
破
た
ん
航
空
会
社
の
旅
客
保
護
に
関
し
て

二
〇
一
五
年
に
立
法
化
を
完
了
す
る
と
い
う
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
示

し
て
い
る

（
54
）

。
そ
の
間
も
変
化
し
続
け
る
で
あ
ろ
う
航
空
の
実
態
を

反
映
し
つ
つ
、
議
論
が
最
終
的
に
ど
う
固
ま
る
か
が
注
目
さ
れ
る

（
55
）

。

（
1
） 

欧
州
連
合
は
、
従
来
加
盟
国
の
個
別
の
主
権
に
属
し
て
き
た

領
空
の
商
業
的
利
用
権
を
、
一
九
九
三
年
以
降
、
漸
次
加
盟
国

（
ス
イ
ス
、
ノ
ル
ウ
ェ
イ
等
欧
州
自
由
貿
易
連
合
（
Ｅ
Ｆ
Ｔ
Ａ
）
加

盟
国
も
参
加
）
に
よ
る
多
数
国
間
の
共
同
管
理
へ
と
移
行
さ
せ
、

二
〇
〇
四
年
に
至
っ
て
市
場
の
完
全
な
単
一
化
を
実
現
し
た
。
そ

の
後
、
非
Ｅ
Ｕ
近
隣
国
（
ア
ル
バ
ニ
ア
、
ク
ロ
ア
チ
ア
等
）
を
加

え
て
欧
州
共
通
航
空
域
（E
uropean C

om
m
on A

viation A
rea

）、

更
に
は
外
延
諸
国
（
モ
ロ
ッ
コ
、
ヨ
ル
ダ
ン
等
）
を
加
え
た
拡
大

共
通
航
空
域
（C
om

m
on A

viation A
rea

）
を
組
織
し
、
単
一
市

場
の
運
営
を
行
っ
て
い
る
（http://ec.europa.eu/transport/

m
odes/air/single_european_sky/index_en.htm

 

（last 
visited June 23, 2013

）.

）。
な
お
、
市
場
統
合
の
経
緯
に
つ
い
て

は
、
河
越
真
帆
「
シ
ン
グ
ル
・
ス
カ
イ
パ
ッ
ケ
ー
ジ
に
み
る
Ｅ
Ｕ

航
空
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
変
容
」
慶
應
法
学
五
号
（
二
〇
〇
六
年
）
一

頁
以
下
、R

igas D
oganis, T

he A
irline B

usiness 45 et seq. 

二
二
四



航
空
会
社
経
営
破
た
ん
時
の
旅
客
保
護
に
関
す
る
Ｅ
Ｕ
法
制
（
工
藤
）

（
三
九
九
）

立
経
緯
と
消
費
者
志
向
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
落
合
誠
一

「
一
九
九
九
年
国
際
航
空
運
送
に
関
す
る
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
条
約
の

成
立
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
一
六
二
号
（
一
九
九
九
年
）
九
九
頁
、
関

口
雅
夫
「
一
九
九
九
年
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
条
約
に
お
け
る
旅
客
責

任
制
度
」
法
学
新
報
一
〇
六
巻
七
・
八
号
（
二
〇
〇
〇
年
）

三
一
七
頁
、
藤
田
勝
利
編
『
新
航
空
法
講
義
』（
信
山
社
、

二
〇
〇
七
年
）
一
九
七
頁
以
下
﹇
藤
田
勝
利
執
筆
﹈
参
照
。

（
7
） 

権
利
章
典
と
い
う
呼
称
は
、
憲
法
上
の
保
護
を
伝
統
的
に
受

け
て
き
た
権
利
の
他
に
近
年
認
知
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
新

し
い
類
型
の
権
利
に
つ
い
て
、
権
利
章
典
の
歴
史
的
重
要
性
を
当

該
権
利
類
型
に
投
影
さ
せ
て
大
衆
に
認
知
さ
れ
易
い
よ
う
工
夫
し

た
も
の
で
、
こ
れ
ま
で
もC

onsum
ers’ B

ill of R
ights, H

ealth 
C
are B

ill of R
ights

と
い
っ
た
具
合
に
多
用
さ
れ
て
き
た
と
さ

れ
る
（T

im
othy M

. R
avich, R

e-R
egulation and A

irline 
P
assengers’ R

ights, 67 J. A
ir L

. &
 C

om
. 935, 936 n.4 

（2002

）.

）。

（
8
） 

一
九
九
一
年
に
上
院
及
び
下
院
で
、
航
空
会
社
経
営
破
た
ん

旅
客
保
護
法
（A

irline P
assenger P

rotection A
ct

）
の
法
案

が
提
出
さ
れ
た
が
（S

. 240; H
.R

. 66

）、
結
局
日
の
目
を
み
な

か
っ
た
。
趣
旨
と
し
て
は
連
邦
航
空
法
（F

ederal A
viation A

ct 
of 1958

）
を
一
部
改
正
し
、
州
際
航
空
又
は
国
際
航
空
に
従
事
す

る
航
空
会
社
に
対
し
、
他
社
の
経
営
破
た
ん
に
際
し
て
当
該
破
た

ん
航
空
会
社
の
発
券
に
か
か
る
航
空
券
を
自
社
便
に
適
用
し
て
運

送
す
る
共
助
体
制
を
構
築
す
る
よ
う
指
示
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

25, 2009, O
J C

 285 E
/42, 21/10/2010. 

（
5
） D

G
 M

O
V
E
, R

oadm
ap of C

om
m
ission’s Initiative on 

P
assengers’ P

rotection in the E
vent of A

irline Insolvency 
for S

tandalone A
ir, E

uropean C
om

m
ission, O

ctober 2012, 
available at ticketshttp://ec.europa.eu/governance/
im

pact/planned_ia/docs/2011_m
ove_025_airline_

insolvency_en.pdf 
（last visited July 23, 2013

）. 

（
6
） 

こ
う
し
た
動
き
を
と
ら
え
て
、
商
業
航
空
を
所
管
す
る
国
際

連
合
の
専
門
機
関
で
あ
る
国
際
民
間
航
空
機
関
（International 

C
ivil A

viation O
rganization, IC

A
O

）
に
お
い
て
も
、
国
際
的

な
統
一
的
ル
ー
ル
の
策
定
に
向
け
た
議
論
が
始
ま
っ
て
い
る
。
同

機
関
の
主
導
の
下
立
案
さ
れ
、
現
代
の
国
際
航
空
運
送
人
の
責
任

に
関
す
る
統
一
条
約
と
し
て
信
認
を
集
め
て
い
る
一
九
九
九
年
モ

ン
ト
リ
オ
ー
ル
条
約
で
は
、
既
に
透
明
性
、
差
別
的
待
遇
の
禁
止

等
、
旅
客
保
護
が
明
確
に
謳
わ
れ
て
い
る
背
景
も
あ
っ
て
、
よ
り

広
範
な
旅
客
保
護
に
関
し
て
も
、
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｏ
が
指
導
原
理
を
示
し
、

政
策
ガ
イ
ダ
ン
ス
を
策
定
し
、
締
約
国
に
お
け
る
関
連
事
象
の
展

開
を
モ
ニ
タ
ー
す
る
こ
と
に
な
る
と
さ
れ
て
い
る
（C

onsum
er 

P
rotection and D

efinition of P
assenger R

ights in 
D
ifferent C

ontexts, S
ecretariat, International C

ivil 
A
viation O

rganization, A
T
C
onf/6-W

P
/5, D

ecem
ber 7, 

2012, available at http://w
w
w
.icao.int/M

eetings/atconf6/
D
ocum

ents/W
orkingP

apers/A
T
C
onf6-w

p005_en.pdf 

（last 
visited June 23, 2013

）.

）。
な
お
、
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
条
約
の
成

二
二
五



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
二
号
（
二
〇
一
三
年
九
月
）

（
四
〇
〇
）

P
assengers: Y

our F
light W

ill B
e D

elayed

│C
ongestion 

P
ricing as a S

olution to A
irport T

raffi  c M
anagem

ent, 39 
T
ransp. L

.J. 165 

（2012

）
は
、
一
種
の
混
雑
課
金
の
導
入
を
唱

え
る
。
一
方
、
米
国
連
邦
政
府
は
国
家
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
空

港
の
再
整
備
を
加
速
さ
せ
て
お
り
、
そ
の
効
果
に
も
期
待
が
か
け

ら
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
空
港
環
境
問
題
に

お
け
る
連
邦
航
空
法
の
専
占
」
日
本
法
学
七
七
巻
一
号

（
二
〇
一
一
年
）
一
頁
以
下
参
照
。

（
11
） 

遅
延
を
め
ぐ
る
我
が
国
に
お
け
る
裁
判
例
を
素
材
に
、
航
空

運
送
人
の
延
着
責
任
の
基
本
構
造
を
論
ず
る
も
の
と
し
て
、
松
嶋

隆
弘
「
国
内
旅
客
航
空
運
送
契
約
に
お
け
る
『
延
着
』
責
任
に
つ

い
て
」
日
本
法
学
七
七
巻
二
号
（
二
〇
一
一
年
）
八
三
頁
以
下
。

（
12
） W

illiam
 N

eum
an, F

lights at J.F
.K

. S
it on T

arm
ac for 

H
ours, N

ew
 Y

ork T
im

es, A
23, D

ecem
ber 30, 2010, 

available at http://w
w
w
.nytim

es.com
/2010/12/30/

business/30tarm
ac.htm

l 

（last visited June 23, 2013

）.

（
13
） P

aul S
. H

udson, A
irline P

assenger T
arm

ac 
C
onfi nem

ents and D
elays, 23 A

ir &
 S

p. L
aw

. no.2 at 17 

（2010

）; R
achel R

. C
hen et al., C

ustom
er B

ill of R
ights 

U
nder N

o-F
ault S

ervice F
ailure: C

onfinem
ent and 

C
om

pensation, M
arketing S

cience, vol.31 no.1, 157, 158 

（2012

）.
（
14
） 
保
証
さ
れ
る
権
利
内
容
は
多
岐
に
わ
た
る
。
米
国
で
は
、
不

公
正
も
し
く
は
欺
罔
的
な
実
務
か
ら
利
用
者
を
保
護
し
（49 

お
そ
ら
く
、
そ
の
発
想
自
体
が
航
空
会
社
の
実
務
的
な
取
扱
い
の

蓄
積
の
中
に
見
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
法
律
に
よ
っ
て
強
制
す

る
ま
で
の
必
要
性
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
9
） R

egulation 

（E
U

） N
o 1177/2010 of the E

uropean 
P
arliam

ent and of the C
ouncil of 24 N

ovem
ber 2010 

concerning the rights of passengers w
hen travelling by 

sea and inland w
aterw

ay and am
ending R

egulation 

（E
C

） 
N
o 2006/2004 

（O
J L

334/1, 17.12.2010

）, available at 
http://eur-lex.europa.eu/L

exU
riS

erv/L
exU

riS
erv.

do?uri=O
J:L

:2010:334: 0001: 0016:E
N
:P

D
F
 

（last visited 
June 23, 2013

）; L
arry B

leiberg, C
ruise Industry A

adopts 
P
assenger ‘B

ill of R
ights,’ U

S
A
 T

oday, M
ay 23, 2013 

available at http://w
w
w
.usatoday.com

/story/cruiselog/ 
2013/05/23/cruise-passenger -bill-of-rights/2353979/ 

（last visited June 23, 2013

）.

（
10
） W

. T
om

 W
halen et al., A

 S
olution to A

irport D
elays, 

R
egulation, S

pring 2008, pp. 30-31, available at http://
w
w
w
.cato.org/sites/cato.org/files/serials/files/

regulation/2008/2/ v31n1-5.pdf 

（last visited June 23, 
2013

）. 

同
稿
は
、
主
要
空
港
で
は
基
本
的
に
空
港
施
設
が
ピ
ー
ク

需
要
を
ま
か
な
い
き
れ
て
い
な
い
現
実
が
あ
り
、
そ
れ
へ
の
対
処

法
と
し
て
空
港
ス
ロ
ッ
ト
に
市
場
原
理
を
導
入
す
る
こ
と
で
高
収

益
路
線
に
対
す
る
設
備
投
資
が
促
進
さ
れ
、
遅
延
の
発
生
が
抑
制

さ
れ
る
と
主
張
す
る
。
ま
た
、G

regory M
. S

eigel, A
ttention 

二
二
六



航
空
会
社
経
営
破
た
ん
時
の
旅
客
保
護
に
関
す
る
Ｅ
Ｕ
法
制
（
工
藤
）

（
四
〇
一
）

予
約
キ
ャ
ン
セ
ル
及
び
変
更
手
数
料
、
座
席
の
事
前
指
定
料
、
座

席
ア
ッ
プ
・
グ
レ
ー
ド
費
用
が
含
ま
れ
る
。
そ
れ
に
加
え
、
航
空

会
社
及
び
チ
ケ
ッ
ト
・
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
は
、
航
空
券
購
入
前
及
び

購
入
後
に
、
適
用
さ
れ
る
最
新
の
手
荷
物
手
数
料
情
報
を
提
供
し

な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
す
べ
て
の
表
示
運
賃
に
お
い
て
、
税
金
及
び

公
的
負
担
金
を
含
め
た
額
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
。

③
（
オ
ー
バ
ー
・
ブ
ッ
キ
ン
グ
に
基
づ
く
搭
乗
不
能
に
つ
い
て
の

補
償
）
今
回
の
ル
ー
ル
で
は
、
イ
ー
ル
ド
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
一

環
と
し
て
今
日
一
般
的
に
行
わ
れ
て
い
る
座
席
の
過
剰
販
売
の
結

果
と
し
て
発
生
す
る
発
券
済
旅
客
の
搭
乗
不
能
（B

um
ping

）
に

つ
い
て
、
補
償
が
強
化
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
、
航
空
会
社
が
当
初

便
到
着
予
定
時
刻
か
ら
合
理
的
な
短
時
間
（
国
内
線
で
二
時
間
、

国
際
線
で
四
時
間
）
以
内
に
目
的
地
に
到
着
す
る
代
替
便
を
用
意

で
き
た
場
合
、
四
〇
〇
ド
ル
を
上
限
と
す
る
航
空
券
購
入
価
額
を

補
償
内
容
と
す
る
こ
と
が
通
例
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
今
回

の
規
則
の
下
で
は
、
そ
の
よ
う
な
搭
乗
不
能
者
は
、
国
内
線
に
関

し
て
は
二
時
間
、
国
際
線
で
は
四
時
間
以
上
、
そ
れ
ぞ
れ
代
替
便

の
利
用
に
よ
り
当
初
便
到
着
予
定
時
刻
よ
り
も
遅
延
し
た
場
合
、

八
〇
〇
ド
ル
を
上
限
と
す
る
航
空
券
購
入
額
の
補
償
を
受
け
る
こ

と
に
な
っ
た
。
ま
た
新
規
則
に
お
い
て
搭
乗
不
能
旅
客
は
、
遅
延

に
つ
い
て
六
五
〇
ド
ル
を
上
限
と
す
る
チ
ケ
ッ
ト
購
入
額
の
二
倍

額
、
長
時
間
の
遅
延
に
つ
い
て
は
一
、三
〇
〇
ド
ル
を
上
限
と
す
る

チ
ケ
ッ
ト
購
入
額
の
四
倍
額
ま
で
の
損
害
賠
償
を
請
求
で
き
る
も

の
と
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
賠
償
限
度
額
に
つ
い
て
は
、
二
年
毎
に

U
.S

.C
. 41712

）、
又
は
安
全
で
適
切
な
サ
ー
ビ
ス
を
確
保
す
べ
き

（49 U
.S

.C
. 41702

）、
運
輸
省
へ
の
法
律
上
の
授
権
に
基
づ
き
、

近
時
、
行
政
規
則
「
航
空
旅
客
保
護
の
拡
張
に
関
す
る
最
終
規
則

（F
inal R

ule on E
nhancing A

irline P
assenger 

P
rotections

）」
が
定
め
ら
れ
て
い
る
（
未
発
効
）。
本
稿
で
は
経

営
破
た
ん
時
に
発
生
す
る
欠
航
へ
の
対
応
を
念
頭
に
置
き
、
そ
れ

以
外
の
も
の
を
含
め
網
羅
的
に
検
討
す
る
こ
と
は
控
え
た
い
が
、

以
下
代
表
的
な
も
の
に
一
応
触
れ
て
お
く
こ
と
と
し
た
い
。
①

（
手
荷
物
紛
失
時
の
手
荷
物
受
託
手
数
料
返
還
請
求
権
）
旅
客
は
こ

れ
ま
で
も
、
航
空
運
送
人
に
対
し
受
託
手
荷
物
の
逸
失
毀
損
又
は

遅
延
に
つ
い
て
約
款
又
は
条
約
に
基
づ
く
正
当
な
補
償
を
請
求
す

る
権
利
を
有
し
て
き
た
。
こ
れ
に
加
え
て
今
回
、
旅
客
は
受
託
手

荷
物
の
紛
失
に
際
し
て
は
、
徴
収
さ
れ
た
取
扱
手
数
料
の
全
額
返

金
を
請
求
で
き
る
も
の
と
さ
れ
た
。
航
空
会
社
は
、
イ
ン
タ
ー
・

ラ
イ
ニ
ン
グ
（
Ｉ
Ａ
Ｔ
Ａ
共
通
航
空
券
）
及
び
コ
ー
ド
・
シ
ェ
ア

便
を
含
む
す
べ
て
の
旅
程
区
間
に
つ
い
て
、
こ
の
手
荷
物
補
償
を

適
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
②
（
付
随
費
用
の
完
全
開
示
請
求

権
）
従
来
、
航
空
会
社
が
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
・
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
上

等
で
予
め
開
示
す
べ
き
費
用
と
し
て
、
諸
税
及
び
空
港
使
用
料
等

の
公
的
負
担
金
は
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
、
し
か
し
消
費
者
か
ら

み
れ
ば
関
連
費
用
の
総
額
が
関
心
事
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
規
則
に

よ
り
航
空
会
社
は
、
す
べ
て
の
潜
在
的
費
用
、
付
随
費
用
を
ウ
ェ

ブ
サ
イ
ト
上
に
完
全
に
開
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
さ
れ

た
。
こ
れ
に
は
、
手
荷
物
受
託
手
数
料
、
ミ
ー
ル
・
サ
ー
ビ
ス
料
、

二
二
七



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
二
号
（
二
〇
一
三
年
九
月
）

（
四
〇
二
）

C
ongress, C

R
S
 R

eport for C
ongress, R

L
30940, A

ugust 
17, 2001, available at http://assets.opencrs/rpts/
R
L
30940_20010817.pdf

（last visited June 23, 2013

）; 
Z
achary G

arsek, G
iving P

ow
er B

ack to the P
assengers: 

T
he A

irline P
assengers’ B

ill of R
ights, 66 J. A

ir L
. &

 
C
om

. 1187 

（2001

）.

）。
最
近
の
立
法
動
向
に
つ
い
て
は
、R

achel 
T
ang, A

irline P
assenger R

ights: T
he F

ederal R
ole in 

A
viation C

onsum
er P

rotection, C
R
S
 R

eport for 
C
ongress, R

4307, M
ay 20, 2013, available at http://w

w
w
.

fas.org/sgp/crs/m
isc/R

43078.pdf 

（last visited June 23, 
2013

）
参
照
。

（
16
） 14 C

.F
.R

. 259.4 

（2009

）; N
otice of P

roposed 
R
ulem

aking, D
epartm

ent of T
ransportation, E

nhancing 
A
irline P

assenger P
rotections, D

ocket N
o. D

O
T
-

O
S
T
-2010-0140, A

pril 25, 2011, available at http://
usatoday30.usatoday.com

/travel/pdf/ dot_enhancing_
airline_passenger_protections.pdf or http://
regulationroom

.org/airline-passenger-rights/agency-
docum

ents/fi nal-rule/ 

（last visited June 23, 2013

）.

（
17
） P

ress R
elease, U

.S
. D

epartm
ent of T

ransportation 
E
xpands A

irline P
assenger P

rotections, A
pril 20, 2011, 

available at http://w
w
w
.dot.gov/briefing-room

/us-
departm

ent-transportation-expands-airline-passenger-
protections 

（last visited June 23, 2013

）.

イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
調
整
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
各

規
則
の
詳
細
に
関
し
て
、D

ocket N
o. D

O
T
‒O

S
T
‒2007‒0022, 

R
IN

 N
o. 2105‒A

D
72, available at http://w

w
w
.dot.gov/

sites/ dot.dev/files/docs/F
inal_R

ule_on_E
nhancing_

A
irline_P

assenger_P
rotections.pdf 

（last visited June 23, 
2013

）. 

ま
た
、
未
発
効
の
改
正
規
則
に
つ
い
て
、D

ocket N
o. 

D
O
T
‒O

S
T
‒2010‒0140, R

IN
 N

o. 2105‒A
D
92, available at 

（last visited June 23, 2013

） 

参
照
。

（
15
） D

epartm
ent of T

ransportation, P
ress R

elease, U
.S

. 
D
epartm

ent of T
ransportation E

xpands A
irline P

assenger 
P
rotections, A

pril 20, 2011, available at http://w
w
w
.dot.

gov/ briefing-room
/us-departm

ent-transportation-
expands-airline-passenger-protections 

（last visited June 
23, 2013

）. 

規
制
緩
和
が
最
も
早
く
徹
底
的
に
進
ん
だ
米
国
で
は
、

航
空
消
費
者
保
護
に
つ
い
て
の
問
題
意
識
も
早
く
か
ら
持
た
れ
て

い
た
模
様
で
あ
る
が
（
例
え
ば
一
九
八
七
年
の
上
院
公
聴
会
記
録

に
接
し
得
る
：P

roblem
s in the A

irline Industry, H
earing 

B
efore the S

ubcom
m
ittee on A

ntitrust, M
onopolies and 

B
usiness R

ights of the C
om

m
ittee on the Judiciary 

U
nited S

tates S
enate on the Issue of A

irline C
onsum

er 
P
rotection, A

ugust 10, 1987, S
. H

rg. 100-970.

）、
権
利
章
典

と
い
う
呼
ば
れ
方
を
し
て
体
系
的
な
法
整
備
と
い
う
段
階
に
ま
で

至
っ
た
の
は
、
一
九
九
九
年
以
降
の
こ
と
で
あ
る
（R

obert S
. 

K
irk, A

irline P
assenger R

ights L
egislation in the 107th 

二
二
八



航
空
会
社
経
営
破
た
ん
時
の
旅
客
保
護
に
関
す
る
Ｅ
Ｕ
法
制
（
工
藤
）

（
四
〇
三
）

（International A
ir T

ransport A
ssociation, W

orld A
ir 

T
ransport S

tatistics, 57th edition, 2012, available at 
http://w

w
w
.iata.org/publications/pages/w

ats-passenger-
carried.aspx 

（last visited June 23, 2013

）.

）。
な
お
、
主
と
し

て
Ｅ
Ｕ
市
場
に
お
け
る
Ｌ
Ｌ
Ｃ
の
成
長
に
つ
い
て
、
小
熊
仁

「
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
航
空
自
由
化
と
Ｌ
Ｃ
Ｃ
の
展
開
」
運
輸
と
経
済

七
〇
巻
六
号
（
二
〇
一
〇
年
）
五
九
頁
以
下
参
照
。

（
19
） P

ress R
elease, B

ust airlines: M
E
P
s to vote on 

setting up com
pensation fund for stranded passengers, 

N
ovem

ber 24, 2009, R
ef.: 20091002S

T
O
61739.

（
20
） E

ric Jedrychow
ski, T

he P
ost-S

eptem
ber 11 U

.S
. and 

E
uropean A

irline Industries: N
avigating T

hrough the 
B
ailouts, B

ankruptcies, L
iquidations and M

ergers, 28 
C
onn. J. Int’l L

. 177, 179 

（2012

）.

（
21
） Jedrychow

ski, Id. at 179-80.

（
22
） A

. G
eorge A

ssaf &
 A

lexander Josiassen, E
uropean 

vs. U
.S

. A
irlines: P

erform
ance C

om
parison in a D

ynam
ic 

M
arket, 33 T

ourism
 M

gm
t. 317-18 

（2012

）; Jedrychow
ski, 

supra note 20, at 180.

（
23
） A

ir T
ransportation S

afety and S
ystem

 S
tabilization 

A
ct, P

ub. L
. N

o. 107- 42, 115 S
tat. 230 

（2001

）.
（
24
） E

rw
in E

. C
aban, W

ar-R
isk, H

ijacking &
 T

errorism
 

E
xclusions in A

viation Insurance: C
arrier L

iability in the 
W

ake of S
eptem

ber 11, 2001, 68 J. A
ir L

. &
 C

om
. 421, 

（
18
） 

各
地
方
空
港
に
分
散
す
る
航
空
需
要
を
大
空
港
に
一
旦
束
ね

た
う
え
、
大
空
港
間
路
線
、
更
に
そ
の
先
の
地
方
空
港
路
線
へ
と

効
率
的
に
運
ぶ
た
め
の
仕
組
み
と
し
て
確
立
さ
れ
た
ハ
ブ
・
ア
ン

ド
・
ス
ポ
ー
ク
方
式
は
、
定
期
航
空
ビ
ジ
ネ
ス
の
花
形
と
し
て

一
九
七
〇
年
代
以
降
の
規
制
緩
和
期
に
普
及
し
た
が
、
そ
の
後
次

第
に
、
目
的
地
空
港
に
辿
り
つ
く
ま
で
に
必
ず
乗
り
換
え
を
要
す

る
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
維
持
す
る
た
め
に
低
需
要
期
に
も
一
通
り

の
運
航
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
需
要
に
見
合
っ
た
サ
イ

ズ
の
航
空
機
を
用
い
る
た
め
に
多
様
な
機
材
を
保
有
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
っ
た
、
か
え
っ
て
非
効
率
な
面
も
認
識
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
き
た
。
そ
の
間
隙
を
捉
え
て
出
現
し
た
の
が
、
ポ
イ

ン
ト
・
ト
ゥ
・
ポ
イ
ン
ト
方
式
を
採
っ
て
、
需
要
の
見
込
め
る
空

港
間
の
み
に
就
航
す
る
低
下
価
格
航
空
会
社
（L

ow
 C

ost 
C
arrier, L

C
C

）
で
あ
る
（D

avid G
illen, A

irline B
usiness 

M
odels and N

etw
orks: R

egulation, C
om

petition and 
E
volution in A

viation M
arkets, R

eview
 of N

etw
ork 

E
conom

ics, at 367 et seq., vol.5, issue 4 

（2006

）.
）。
お
よ
そ

す
べ
て
の
航
空
需
要
を
ポ
イ
ン
ト
・
ト
ゥ
・
ポ
イ
ン
ト
で
満
た
す

こ
と
は
出
来
な
い
と
考
え
ら
れ
、
今
後
も
ハ
ブ
・
ア
ン
ド
・
ス

ポ
ー
ク
と
補
完
し
あ
い
な
が
ら
の
競
争
が
予
想
さ
れ
る
。
し
か
し

既
に
国
際
、
国
内
輸
送
量
ラ
ン
キ
ン
グ
の
そ
れ
ぞ
れ
第
一
を

Ｌ
Ｃ
Ｃ
が
占
め
て
い
る
現
実
は
、
そ
れ
が
潜
在
的
な
需
要
を
多
い

に
喚
起
し
た
だ
け
で
な
く
、
既
存
の
需
要
を
レ
ガ
シ
ー
・
キ
ャ
リ

ア
か
ら
奪
っ
て
成
長
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
い
え
る

二
二
九



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
二
号
（
二
〇
一
三
年
九
月
）

（
四
〇
四
）

29.7.1992; C
hristopher H

. B
ovis, T

he A
pplication of S

tate 
A
id R

ules to the E
uropean U

nion T
ransport S

ectors, 11 
C
olum

. J. E
ur. L

. 557, 565 &
 585 

（2005

）; R
osa G

reaves, 
E
C
 T

ransport L
aw

 145 

（2001

）.

大
要
、
加
盟
国
に
よ
る
自
国

産
業
に
対
す
る
財
政
補
助
は
、
原
則
的
一
般
的
に
、
共
同
市
場
と

矛
盾
す
る
行
為
と
し
て
禁
止
さ
れ
る
（A

rt. 92

）。
た
だ
し
、
加

盟
国
か
ら
の
申
し
立
て
に
基
づ
き
、
理
事
会
は
全
会
一
致
に
よ
り
、

そ
の
例
外
的
取
扱
い
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
（A

rt. 93

）。

そ
の
よ
う
な
例
外
的
取
扱
い
は
、
委
員
会
の
提
案
に
基
づ
き
、
理

事
会
が
欧
州
議
会
に
諮
問
し
て
、
適
用
除
外
類
型
と
し
て
定
め
る

こ
と
が
で
き
る
（A

rt. 94

）、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

（
26
） John B

alfour, E
C
 P

olicy on S
tate A

id to A
irlines 

F
ollow

ing 11 S
eptem

ber 2001, 27 A
ir and S

pace L
aw

 398, 
401-2 

（2002

）; Jedrychow
ski, supra note 20, at 181.

（
27
） Jedrychow

ski, supra note 20, at 182 et seq.

（
28
） Jedrychow

ski, supra note 20, at 182-84. 

テ
ロ
攻
撃
が

航
空
産
業
の
そ
の
後
に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
、
米
欧
が
全
く
異

な
る
認
識
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
、
分
岐
点
と
な
っ
た
こ
と
は
疑

い
が
な
い
。
米
国
連
邦
議
会
は
、
す
ぐ
さ
ま
そ
れ
が
航
空
業
界
の

運
命
を
永
遠
に
決
定
す
る
出
来
事
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
た
。
最

初
の
主
要
な
立
法
対
応
と
し
て
の
Ａ
Ｔ
Ｓ
Ｓ
Ｓ
Ａ
は
、
発
生
二
週

間
後
の
、
二
〇
〇
一
年
九
月
二
三
日
に
議
会
を
通
過
し
た
。
こ
こ

に
明
記
さ
れ
た
広
範
な
航
空
会
社
支
援
策
は
、
航
空
会
社
そ
れ
自

体
が
テ
ロ
の
被
害
者
で
あ
る
と
い
う
国
家
的
な
コ
ン
セ
ン
サ
ス
の

426 

（2003

）; Jedrychow
ski, supra note 20, at 180-81. 

こ
の

規
定
は
と
く
に
、
航
空
産
業
の
運
営
に
必
須
の
も
の
で
あ
っ
た
。

テ
ロ
攻
撃
の
直
後
、
民
間
保
険
者
は
戦
争
リ
ス
ク
条
項
に
基
づ
く

保
険
契
約
解
除
を
通
告
し
、
そ
の
後
被
保
険
者
は
極
端
に
高
額
化

し
た
保
険
料
と
極
度
に
低
額
な
付
保
条
件
に
基
づ
い
て
し
か
、
運

航
が
許
さ
れ
な
い
状
態
に
陥
っ
た
（John H

. H
aley, T

he 
A
irline Industry and Insurance A

fter S
eptem

ber 11, 16 
A
ir &

 S
p. L

aw
. 1, 12-18 

（2002

）; R
od. D

. M
argo, W

ar 
R
isk Insurance in the A

fterm
ath of S

eptem
ber 11, 18 A

ir 
&
 S

p. L
aw

. 1, 17-22 

（2003
）.
）。
会
計
検
査
院
（G

overnm
ent 

A
ccountability O

ffi  ce, G
A
O

）
に
よ
る
と
、
一
四
の
主
要
航
空

会
社
が
支
払
う
保
険
料
は
、
テ
ロ
前
の
約
一
、二
〇
〇
万
ド
ル
か
ら

七
億
一
、九
〇
〇
万
ド
ル
に
ま
で
跳
ね
上
が
っ
た
。
深
刻
で
あ
っ
た

の
は
、
保
険
会
社
が
地
上
損
害
に
つ
い
て
一
億
ド
ル
ま
で
の
担
保

に
し
か
合
意
し
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
運
航
規
則
上
も
、

潜
在
的
債
権
者
の
保
護
に
も
不
足
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、

こ
の
よ
う
な
責
任
保
険
の
実
質
的
欠
缺
に
、
政
府
の
介
入
な
く
し

て
商
業
航
空
の
実
施
は
困
難
と
な
っ
た
。
な
お
、
戦
争
リ
ス
ク
条

項
に
つ
い
て
は
、
藤
田
・
前
掲
注（
6
）二
七
五
頁
以
下
﹇
松
嶋
隆

弘
執
筆
﹈
参
照
。

（
25
） A
ids G

ranted by S
tates, R

ules on C
om

petition, A
rts. 

92 to 94, T
reaty E

stablishing the E
uropean E

conom
ic 

C
om

m
unity 

（T
reaty of R

om
e, 1957

） as A
m
ended by the 

T
reaty of M

aastricht on E
uropean U

nion, O
J C

 191 of 
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航
空
会
社
経
営
破
た
ん
時
の
旅
客
保
護
に
関
す
る
Ｅ
Ｕ
法
制
（
工
藤
）

（
四
〇
五
）

は
将
来
の
収
益
及
び
会
社
財
務
の
健
全
性
に
悪
影
響
を
与
え
る
の

は
不
可
避
で
あ
る
と
し
た
。
他
方
い
わ
ゆ
る
Ｌ
Ｃ
Ｃ
は
、
こ
う
し

た
見
方
に
反
対
し
、
政
府
の
介
入
は
な
す
べ
き
で
な
い
と
し
た
。

委
員
会
は
、
同
時
多
発
テ
ロ
の
世
界
の
航
空
産
業
へ
の
影
響
を
理

解
を
示
し
つ
つ
も
、
欧
州
系
航
空
会
社
に
対
す
る
直
接
の
影
響
は

米
国
系
の
そ
れ
に
比
し
て
小
さ
く
、
従
っ
て
民
間
セ
ク
タ
ー
と
国

家
と
の
間
の
関
係
を
歪
め
得
る
い
か
な
る
提
案
に
つ
い
て
の
慎
重

で
あ
る
べ
き
と
し
て
、
後
者
に
同
調
し
た
。

（
29
） Jedrychow

ski, supra note 20, at 184-86. 

航
空
産
業
に

対
す
る
政
府
の
ス
タ
ン
ス
の
違
い
の
歴
史
的
な
背
景
も
、
ま
た
無

視
で
き
な
い
。
商
業
航
空
の
草
創
期
か
ら
、
米
国
政
府
は
実
際
上

航
空
会
社
を
支
援
し
続
け
て
き
た
。
換
言
す
れ
ば
、
世
界
で
唯
一

民
間
航
空
会
社
に
よ
る
市
場
運
営
を
一
貫
し
て
標
榜
し
て
き
た
反

面
、
航
空
産
業
に
お
い
て
複
雑
に
絡
み
合
う
リ
ス
ク
を
そ
の
ま
ま

放
置
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
、
社
会
的
必
要
量
の
航
空
運
輸
は
ま

か
な
い
き
れ
な
い
と
判
断
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
現
在
米
国
政
府

は
、
少
な
く
と
も
経
済
的
な
面
で
は
航
空
産
業
を
規
制
し
て
は
い

な
い
が
（E

va M
. D

ow
dell, T

he C
hapter 11 “S

huttle”- 
C
oincidence or C

om
petitive S

trategy?, 71 J. A
ir L

. &
 

C
om

. 669, 671 

（2006

）.

）、
間
接
的
支
援
は
明
確
に
行
わ
れ
て
い

る
。
例
え
ば
、
必
須
役
務
プ
ロ
グ
ラ
ム
（E

ssential S
ervice 

P
rogram

）
及
び
連
邦
破
産
法
一
一
一
〇
条
（11 U

.S
.C

. sec. 
1110

）
が
そ
れ
で
あ
る
。
前
者
は
、
一
九
七
八
年
に
創
設
さ
れ
た

プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
り
、
規
制
撤
廃
前
に
航
空
会
社
が
受
け
た
免
許

下
に
行
わ
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
米
国
で
も
伝
統
的
に
、
政
府
に

よ
る
企
業
支
援
は
議
論
の
的
に
な
っ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
五
億
ド

ル
の
ノ
ン
リ
コ
ー
ス
ロ
ー
ン
を
含
む
一
五
億
ド
ル
と
い
う
支
援
規

模
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
Ａ
Ｔ
Ｓ
Ｓ
Ｓ
Ａ
に
つ
い
て
議
会
は
ほ
ぼ
全

会
一
致
を
も
っ
て
賛
同
を
与
え
た
。
Ａ
Ｔ
Ｓ
Ｓ
Ｓ
Ａ
の
支
援
規
模

及
び
支
援
期
間
を
決
め
る
に
あ
た
り
、
議
会
は
航
空
会
社
の
首
脳

及
び
ロ
ビ
ィ
ス
ト
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
要
求
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
受

け
入
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
示
さ
れ
た
最
終
案
は
、
前

例
の
な
い
規
模
の
業
界
支
援
と
な
り
、
米
国
系
航
空
会
社
は
同
時

多
発
テ
ロ
の
損
失
を
穴
埋
め
す
る
た
め
に
、
事
実
上
金
額
白
地
の

手
形
を
得
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
米
国
政
府
の
態
度
と
は
対
照
的
に
、
欧
州
委
員
会

は
、
同
時
多
発
テ
ロ
直
後
の
予
想
値
に
基
づ
く
損
失
補
償
、
あ
る

い
は
航
空
会
社
支
援
に
対
し
て
全
く
消
極
的
で
あ
っ
た
。
テ
ロ
後

の
対
応
を
検
討
す
る
た
め
、
欧
州
委
員
会
は
緊
急
会
合
を
開
き
、

そ
の
財
務
的
影
響
も
当
然
に
精
査
し
た
。
こ
の
会
合
に
は
ス
イ
ス

の
代
表
を
含
む
Ｅ
Ｕ
の
官
僚
、
政
府
代
表
が
参
加
し
、
航
空
会
社

の
首
脳
も
出
席
し
た
。
興
味
深
い
の
は
、
す
べ
て
の
業
界
首
脳
が

公
的
支
援
を
訴
え
た
米
国
の
場
合
と
異
な
り
、
そ
こ
で
は
支
援
の

当
否
に
関
し
て
意
見
が
分
か
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
一
方
で
、
各
国

の
い
わ
ゆ
る
レ
ガ
シ
ー
・
キ
ャ
リ
ア
（L

egacy C
arrier

）
は
欧

州
委
員
会
と
し
て
積
極
的
な
支
援
パ
ッ
ケ
ー
ジ
を
発
動
す
る
よ
う

主
張
し
た
。
彼
ら
は
、
そ
の
収
益
の
大
き
な
部
分
が
大
西
洋
路
線

に
由
来
し
、
米
国
空
域
の
シ
ャ
ッ
ト
ダ
ウ
ン
及
び
そ
の
後
の
混
乱

二
三
一
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他
方
、
一
九
九
〇
年
代
の
終
わ
り
に
域
内
の
航
空
産
業
に
対
す

る
規
制
権
限
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
欧
州
委
員
会
は
、
航
空
会
社

に
対
す
る
公
的
支
援
に
つ
い
て
消
極
的
な
態
度
で
臨
ん
で
き
た
。

実
は
か
つ
て
、
航
空
会
社
に
対
す
る
公
的
支
援
は
加
盟
国
の
裁
量

事
項
と
さ
れ
て
い
た
。
国
家
の
威
信
と
し
て
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・

キ
ャ
リ
ア
と
い
う
位
置
付
け
か
ら
、
多
く
の
加
盟
国
政
府
は
相
当

規
模
の
資
本
注
入
、
課
税
免
除
等
を
行
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
冷

戦
後
の
欧
州
統
合
に
続
く
流
れ
の
な
か
で
、
欧
州
諸
国
は
欧
州
系

航
空
会
社
が
単
一
市
場
で
地
力
を
つ
け
グ
ロ
ー
バ
ル
市
場
に
打
っ

て
出
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
国
家
の
プ
ラ
イ
ド
を
捨
て
る
決

断
を
し
た
。
か
く
し
て
欧
州
委
員
会
は
、
リ
ベ
ラ
ル
化
し
た
航
空

政
策
を
推
進
し
そ
の
決
定
を
も
っ
て
各
加
盟
国
を
拘
束
す
る
権
限

を
与
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
権
限
を
支
え
る
中
核
的
規

定
が
、
市
場
原
理
と
整
合
し
な
い
如
何
な
る
国
家
的
企
業
支
援
を

も
包
括
的
に
禁
止
す
る
と
い
う
、
ロ
ー
マ
条
約
の
競
争
規
定
で

あ
っ
た
。
し
か
し
同
時
多
発
テ
ロ
は
、
同
規
定
の
存
在
ゆ
え
に
欧

州
委
員
会
を
困
難
な
立
場
に
追
い
込
ん
だ
。
委
員
会
は
、
一
方
で

同
規
定
が
訴
え
る
よ
う
に
、
自
由
市
場
ア
プ
ロ
ー
チ
に
こ
だ
わ
る

べ
き
こ
と
を
感
じ
つ
つ
、
他
方
で
、
航
空
産
業
の
基
盤
が
大
き
く

揺
ら
ぐ
中
で
国
家
支
援
が
一
定
の
積
極
的
意
味
を
持
ち
得
る
こ
と

を
も
知
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
認
識
の
バ
ラ
ン
ス
を

に
基
づ
き
運
航
さ
れ
る
小
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
間
の
航
空
運
輸
に
つ
い

て
は
、
最
低
限
の
定
期
運
航
を
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す

る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
主
た
る
目
的
は
地
方
ア
ク
セ
ス
の
確
保
に

あ
る
が
、
他
方
で
そ
れ
は
ま
た
、
小
規
模
路
線
に
も
多
数
就
航
す

る
航
空
会
社
に
安
定
期
的
な
収
益
を
も
た
ら
す
も
の
で
も
あ
っ
た
。

同
様
に
、
破
産
法
第
一
一
一
〇
条
は
、
表
面
上
、
航
空
会
社
で
は

な
く
航
空
機
上
の
担
保
権
者
に
有
利
な
も
の
で
あ
る
が
、
同
条
は

い
わ
ゆ
る
チ
ャ
プ
タ
ー
・
イ
レ
ブ
ン
の
企
業
再
生
手
続
に
内
在
す

る
債
権
者
の
リ
ス
ク
を
除
去
す
る
こ
と
に
よ
り
航
空
機
金
融
を
促

進
さ
せ
、
翻
っ
て
航
空
会
社
に
間
接
的
な
が
ら
巨
大
な
恩
恵
を
も

た
ら
す
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
申
立
に
基
づ
き
破
産
手
続

が
開
始
さ
れ
る
と
、
債
務
者
の
債
権
取
立
行
は
基
本
的
に
禁
止
さ

れ
る
が
（
第
三
六
二
条
）、
航
空
機
の
担
保
権
、
リ
ー
ス
債
権
を
有

す
る
債
権
者
は
例
外
的
に
、
担
保
権
の
実
行
等
が
認
め
ら
れ
る
余

地
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
申
立
か
ら
六
〇
日
以
内
に
債
務
者
た
る

航
空
会
社
が
、
以
後
の
債
務
の
完
全
な
履
行
を
確
約
し
、
か
つ
申

立
以
前
の
未
履
行
債
務
を
精
算
し
な
か
っ
た
場
合
、
債
権
者
は
航

空
機
を
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
第
一
一
一
〇
条
）。
こ
の
セ
ー

フ
テ
ィ
・
ネ
ッ
ト
を
背
景
と
し
て
、
航
空
機
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
は
、

航
空
会
社
に
と
っ
て
相
対
的
に
低
コ
ス
ト
の
資
金
調
達
手
段
と

な
っ
て
き
た
。
ま
た
、
航
空
機
を
占
有
回
復
し
た
と
し
て
も
債
権

者
は
適
当
な
転
売
先
を
見
つ
け
る
必
要
が
あ
り
、
必
ず
し
も
有
利

に
は
運
ぶ
と
は
限
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
航
空
会
社
に
対
し
て
長
期

の
融
資
を
行
う
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
働
い
て
き
た
の
で
あ
る

二
三
二



航
空
会
社
経
営
破
た
ん
時
の
旅
客
保
護
に
関
す
る
Ｅ
Ｕ
法
制
（
工
藤
）

（
四
〇
七
）

史
的
悲
劇
か
ら
立
ち
直
る
こ
と
の
象
徴
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
ら
が
し
ば
し
ば
国
名
を
背
負
い
、
国
旗
と
同
色
を
機
体
に

ま
と
っ
て
い
る
よ
う
に
、
欧
州
系
航
空
会
社
も
、
こ
れ
ま
で
国
家

の
象
徴
と
し
て
み
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し

そ
こ
で
は
、
一
九
九
〇
年
代
に
お
け
る
航
空
の
域
内
統
合
を
経
て
、

大
き
な
価
値
の
変
化
が
起
こ
っ
て
い
た
。
統
合
さ
れ
た
競
争
市
場

に
お
い
て
は
、
も
は
や
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
キ
ャ
リ
ア
で
あ
る
こ
と
は

特
別
の
意
味
を
有
し
得
な
か
っ
た
。
あ
る
い
は
欧
州
系
会
社
が
テ

ロ
の
直
接
の
標
的
と
な
っ
て
い
た
ら
別
の
感
情
が
生
れ
て
い
た
か

も
知
れ
な
い
が
、
競
争
市
場
原
理
の
貫
徹
と
い
う
現
実
的
な
価
値

が
国
家
の
威
信
と
い
う
感
傷
的
な
価
値
に
優
先
す
る
こ
と
は
、
同

時
多
発
テ
ロ
の
余
波
で
破
た
ん
し
たS

w
issair

及
び
ベ
ル
ギ
ー

S
abena

の
処
理
に
お
い
て
証
明
さ
れ
た
。
ロ
ー
マ
条
約
の
競
争
規

定
の
趣
旨
に
忠
実
に
、
両
航
空
会
社
に
対
す
る
早
計
な
公
的
支
援

を
行
わ
な
い
と
い
う
選
択
を
、
彼
ら
に
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
国
家

に
よ
る
破
た
ん
会
社
支
援
が
緊
急
事
態
と
い
う
定
義
に
合
致
す
る

局
面
で
、
今
後
も
欧
州
委
員
会
の
承
認
手
続
を
経
て
実
施
さ
れ
る

可
能
性
は
あ
る
が
、
両
会
社
の
当
事
国
政
府
が
国
益
的
な
措
置
を

採
る
こ
と
を
認
め
な
い
と
い
う
枠
組
み
自
体
が
、
欧
州
に
お
い
て

航
空
会
社
は
国
家
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
如
何
な
る
コ
ス
ト
を
払
っ

て
で
も
死
守
す
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
単
純
に
自
由
市
場
の
規
律

の
中
で
処
理
さ
れ
る
べ
き
一
産
業
分
野
で
あ
る
と
い
う
彼
ら
の
見

方
を
表
し
て
い
た
。

（
31
） Jedrychow

ski, supra note 20, at 186-87. 

企
業
破
た
ん

反
映
し
、
委
員
会
は
航
空
会
社
救
済
パ
ッ
ケ
ー
ジ
を
発
動
し
た
。

す
な
わ
ち
、
Ｆ
Ａ
Ａ
に
よ
る
飛
行
停
止
措
置
に
伴
う
損
失
を
カ

バ
ー
す
る
国
家
支
援
、
及
び
保
険
シ
ス
テ
ム
の
安
定
に
対
す
る
介

入
を
許
容
す
る
か
わ
り
に
、
支
援
を
そ
の
範
囲
に
限
定
し
て
規
模

も
狭
く
画
す
る
こ
と
に
よ
り
、
欧
州
の
自
由
市
場
に
基
づ
く
適
正

な
競
争
の
確
保
と
い
う
基
本
的
姿
勢
を
貫
い
た
。

（
30
） Jedrychow

ski, supra note 20, at 187-88. 

米
国
と
欧
州

の
対
応
を
分
け
た
理
由
の
う
ち
観
念
的
な
も
の
と
し
て
、
米
国
に

と
っ
て
航
空
会
社
は
テ
ロ
攻
撃
か
ら
の
復
興
を
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
に

表
す
特
別
な
意
味
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
航
空
は

そ
の
黎
明
期
か
ら
ご
く
最
近
ま
で
、
単
な
る
運
輸
機
関
の
一
つ
で

は
な
い
何
か
で
あ
る
、
と
み
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
国
際
的
に
、

国
家
の
威
信
、
繁
栄
、
技
術
的
先
進
性
を
誇
示
す
る
象
徴
で
あ
っ

た
。
一
九
八
〇
年
代
の
冷
戦
終
結
以
降
、
航
空
の
そ
の
よ
う
な
意

味
合
い
は
相
対
的
に
失
わ
れ
て
行
っ
た
か
に
み
え
た
が
、
米
国
に

お
い
て
二
〇
〇
一
年
九
月
一
一
日
に
状
況
は
一
変
し
た
。
航
空
会

社
の
多
く
は
国
名
を
用
い
て
い
る
が
、A

m
erican

もU
nited

も

そ
の
例
に
も
れ
な
い
。
テ
ロ
攻
撃
に
遭
遇
し
て
後
、
そ
れ
が
直
接

的
な
被
害
を
受
け
た
こ
と
と
相
俟
っ
て
、
国
家
の
威
信
の
象
徴
た

る
意
義
が
航
空
会
社
と
再
び
重
な
っ
た
の
で
あ
る
。
航
空
産
業
の

物
理
的
、
精
神
的
、
財
政
的
荒
廃
は
、
多
く
の
米
国
人
に
と
っ
て

国
家
国
民
が
共
有
す
べ
き
痛
み
と
し
て
受
け
取
ら
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
。
航
空
産
業
の
再
興
は
、
し
た
が
っ
て
そ
の
経
済
的
文
脈

に
お
け
る
重
要
性
だ
け
で
な
く
、
同
時
に
合
衆
国
が
力
強
く
、
歴

二
三
三
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）。
こ

の
考
え
方
は
、
債
務
者
が
そ
の
債
務
に
対
し
て
絶
対
的
な
責
任
を

負
い
、
従
っ
て
有
責
で
な
い
者
（
債
権
者
）
に
先
ん
じ
て
有
責
者

（
債
務
者
）
の
利
益
を
保
護
す
る
こ
と
は
不
正
義
で
あ
る
と
の
基
本

的
認
識
に
立
っ
て
い
た
。
破
産
法
は
欧
州
委
員
会
の
管
轄
を
超
え

る
事
項
で
は
あ
る
も
の
の
、
航
空
会
社
へ
の
公
的
支
援
パ
ッ
ケ
ー

ジ
は
明
ら
か
に
欧
州
の
企
業
再
生
に
関
す
る
一
般
的
認
識
が
投
影

さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
極
端
な
公
的
支
援
を
制
限
す
る
こ
と
で

欧
州
委
員
会
は
、
本
来
関
係
の
な
い
政
府
及
び
納
税
者
が
究
極
的

な
責
任
負
担
者
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
航
空
企
業
を
存
続
さ
せ
る

こ
と
を
拒
ん
だ
の
で
あ
る
。

（
32
） Jedrychow

ski, supra note 20, at 192-94. 

Ａ
Ｔ
Ｓ
Ｓ
Ｓ
Ａ

は
、
緊
急
融
資
措
置
の
終
了
後
、
航
空
会
社
の
財
政
が
不
安
定
化

す
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
に
、
一
〇
〇
億
ド
ル
を
上
限
と
す
る
連

邦
融
資
保
証
を
実
施
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
措
置
が
米
国
航
空
会

社
を
長
期
的
に
救
っ
た
と
考
え
る
の
は
早
計
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で

に
僅
か
一
五
六
万
ド
ル
の
融
資
保
証
が
実
行
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ

ず
、
実
際
ほ
と
ん
ど
機
能
し
な
い
に
等
し
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
理
由
は
、
同
基
金
に
基
づ
く
融
資
保
証
を
受
け
て
テ
ロ
後
の

厳
し
い
経
営
環
境
を
生
き
抜
く
よ
り
も
、
連
邦
破
産
法
第
一
一
章
、

い
わ
ゆ
る
チ
ャ
プ
タ
ー
・
イ
レ
ブ
ン
の
適
用
を
受
け
て
企
業
再
生

手
続
を
採
る
方
が
、
う
ま
み
が
大
き
い
と
い
う
点
に
あ
っ
た
。
同

章
は
、
手
続
開
始
原
因
が
柔
軟
で
、
Ｄ
Ｉ
Ｐ
（D

ebtor in 

処
理
、
と
り
わ
け
航
空
企
業
の
再
生
に
つ
い
て
の
欧
米
に
お
け
る

感
覚
の
隔
た
り
は
大
き
い
。
一
九
七
八
年
に
施
行
さ
れ
た
連
邦
破

産
法
に
よ
り
、
米
国
は
企
業
再
生
に
お
け
る
非
常
に
寛
大
で
許
容

的
な
企
業
支
援
を
認
め
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
。
と
り
わ
け

チ
ャ
プ
タ
ー
・
イ
レ
ブ
ン
は
、
債
務
者
が
統
一
さ
れ
た
フ
ォ
ー
ラ

ム
に
お
い
て
関
係
者
と
の
交
渉
を
継
続
し
つ
つ
、
企
業
財
産
に
対

す
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
維
持
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
仕
組
み
を
認
め
る
理
由
は
二
つ
あ
る
。
第
一
に
、
継
続

企
業
を
廃
し
て
清
算
す
る
場
合
の
、
雇
用
が
失
わ
れ
財
の
消
費
も

ス
ト
ッ
プ
し
て
し
ま
う
と
い
う
多
大
な
社
会
的
損
失
を
回
避
で
き

る
と
い
う
こ
と
。
第
二
に
、
そ
の
よ
う
な
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
を

張
る
こ
と
に
よ
り
、
資
本
主
義
の
二
大
存
立
基
盤
で
あ
る
革
新
と

起
業
家
精
神
と
が
守
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
考
え
方

は
Ａ
Ｔ
Ｓ
Ｓ
Ｓ
Ａ
と
も
共
有
さ
れ
て
い
る
。
議
会
は
、
同
法
に
よ

り
航
空
会
社
が
十
分
な
財
政
的
柔
軟
性
を
持
ち
、
テ
ロ
後
の
産
業

基
盤
の
激
変
の
な
か
で
も
安
定
し
た
運
航
を
継
続
で
き
る
こ
と
を

願
っ
た
。
潰
す
こ
と
を
良
し
と
し
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
航
空

産
業
へ
の
公
的
支
援
は
企
業
の
清
算
と
そ
の
大
き
な
損
失
を
回
避

す
る
た
め
の
、
社
会
的
・
経
済
的
に
望
ま
し
い
政
策
で
あ
る
と
判

断
し
た
の
で
あ
る
。

一
方
近
年
、
欧
州
に
お
け
る
企
業
破
産
手
続
も
、
よ
り
債
務
者

保
護
的
な
も
の
へ
と
変
化
を
遂
げ
て
き
て
い
る
が
、
伝
統
的
に
欧

州
に
お
け
る
思
想
的
な
伝
統
は
、
継
続
企
業
の
価
値
に
優
先
し
て
、

債
権
者
の
保
護
の
権
益
を
保
護
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た

二
三
四



航
空
会
社
経
営
破
た
ん
時
の
旅
客
保
護
に
関
す
る
Ｅ
Ｕ
法
制
（
工
藤
）

（
四
〇
九
）

古
く
効
率
の
悪
い
契
約
だ
け
を
除
去
し
、
機
材
の
ダ
ウ
ン
サ
イ
ジ

ン
グ
と
効
率
化
を
達
成
で
き
る
の
で
あ
る
。

他
方
、
一
九
九
〇
年
代
を
通
じ
た
需
要
の
拡
大
に
よ
っ
て
、
パ

イ
ロ
ッ
ト
、
客
室
乗
務
員
、
整
備
士
等
の
組
合
は
、
有
利
な
交
渉

を
進
め
て
好
待
遇
を
得
て
い
た
。
そ
の
結
果
二
〇
〇
〇
年
ま
で
に
、

人
件
費
は
航
空
会
社
の
最
も
大
き
な
費
用
項
目
と
な
っ
て
い
た
。

し
か
し
同
時
多
発
テ
ロ
に
続
く
収
入
の
減
少
で
、
そ
の
負
担
は
極

限
に
達
し
た
。
こ
の
点
、
連
邦
破
産
法
第
三
六
五
条
は
労
働
契
約

に
は
適
用
さ
れ
な
い
が
、
航
空
会
社
は
第
一
一
一
三
条
を
利
用
で

き
る
。
す
な
わ
ち
、
同
条
は
雇
用
条
件
の
変
更
に
先
行
し
て
労
働

者
代
表
と
の
交
渉
を
義
務
付
け
る
が
、
航
空
会
社
が
連
邦
破
産
裁

判
所
の
承
認
を
要
す
る
に
は
、
単
に
労
働
コ
ス
ト
の
見
直
し
が
業

務
の
継
続
に
必
要
で
あ
る
理
由
を
示
せ
ば
よ
い
も
の
と
さ
れ
て
い

る
。
労
働
者
代
表
は
そ
の
必
要
性
に
異
議
を
唱
え
得
る
も
の
の
、

ほ
と
ん
ど
の
場
合
労
働
契
約
の
変
更
は
申
請
通
り
認
め
ら
れ
、
結

果
極
め
て
大
き
な
労
働
コ
ス
ト
の
削
減
が
可
能
と
な
っ
て
い
る

（M
ark C

. M
athiesen, B

ankruptcy of A
irlines: C

lauses, 
C
om

plaints, and C
harges, 61 J. A

ir L
. C

om
. 1017, 1019 

（1996

）.

）。

そ
の
効
果
はN

orthw
est

の
事
例
で
も
証
明
済
で
あ
る
。
テ
ロ

の
影
響
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、N

orthw
est

は
業
界
で
も
最
も
高

い
賃
金
水
準
と
最
も
古
い
保
有
機
材
と
い
う
二
つ
の
条
件
の
下
で
、

一
層
厳
し
い
経
営
を
強
い
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
困
難
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
同
社
は
Ａ
Ｔ
Ｓ
Ｓ
Ｓ
Ａ
に
基
づ
く
債
務
保
証
で
は

P
ossession

）
型
を
選
択
し
て
経
営
の
継
続
性
を
確
保
す
る
こ
と

が
で
き
る
な
ど
、
債
務
者
保
護
的
な
再
生
手
続
と
一
般
に
評
価
さ

れ
て
い
る
が
、
航
空
会
社
に
も
有
利
な
利
用
が
可
能
で
あ
る
。
破

産
航
空
会
社
は
、
通
常
、
第
三
六
二
条
（A

utom
atic S

tay

）、

第
三
六
五
条
（E

xecutory C
ontracts

）、
第
一
一
一
三
条

（C
ollective B

argaining A
greem

ent

）
及
び
第
一
一
一
〇
条

（A
ircraft F

inancier P
rotection

）
に
依
拠
し
て
再
建
手
続
を

進
め
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
供
給
過
多
及
び
高
賃
金
と

い
う
航
空
業
界
の
恒
常
的
な
問
題
に
有
効
に
対
処
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

一
九
九
〇
年
代
、
飛
行
機
旅
行
が
ブ
ー
ム
と
な
り
、
米
系
航
空

会
社
は
長
期
的
な
需
要
増
大
を
見
込
み
、
こ
ぞ
っ
て
長
期
融
資
を

受
け
て
機
材
を
強
化
し
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
矢
先
に
同
時
多
発
テ

ロ
が
発
生
し
需
要
が
完
全
に
折
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
航
空
会
社
は

運
航
計
画
の
縮
減
を
迫
ら
れ
、
余
剰
機
材
を
多
く
抱
え
る
こ
と
と

な
っ
た
。
ほ
と
ん
ど
の
機
材
は
長
期
間
の
割
賦
又
は
リ
ー
ス
契
約

に
基
づ
き
取
得
し
て
い
る
た
め
、
航
空
会
社
は
駐
機
中
の
機
材
に

つ
い
て
さ
え
支
払
を
免
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
点
連
邦
破
産
法
第

三
六
二
条
は
、
債
務
の
弁
済
猶
予
を
可
能
に
す
る
。
ま
た
同
第

三
六
五
条
は
、
サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
と
の
未
履
行
契
約
、
パ
ー
ト
ナ
ー

航
空
会
社
と
の
相
互
債
務
の
引
受
と
拒
絶
と
を
選
択
的
に
行
う
こ

と
が
で
き
る
。
そ
し
て
最
も
重
要
な
も
の
と
し
て
、
第
一
一
一
〇

条
に
よ
り
航
空
機
担
保
権
者
及
び
リ
ー
ス
債
権
者
と
の
間
の
契
約

の
引
受
と
拒
絶
を
実
際
上
選
択
的
に
行
う
こ
と
を
可
能
に
す
る
。

二
三
五



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
二
号
（
二
〇
一
三
年
九
月
）

（
四
一
〇
）

こ
と
に
な
る
。

（
33
） Jedrychow

ski, supra note 20, at 190-91.

（
34
） Jedrychow

ski, supra note 20, at 191.

（
35
） C

ivil A
viation 

（A
ir T

ravel O
rganisers’ L

icensing

） 
R
egulations of C

A
A
, m

ost recently am
ended in 2012 

（N
o 

1134 eff ective on A
pril 29, 2012

）. 

パ
ッ
ケ
ー
ジ
旅
行
を
指
定

の
業
者
を
通
じ
て
組
ん
だ
場
合
、
旅
行
者
は
旅
行
代
金
（
一
部
金

額
で
も
可
）
を
支
払
次
第
即
時
に
Ａ
Ｔ
Ｏ
Ｌ
証
書
（A

T
O
L
 

C
ertifi cate

）
を
取
得
し
、
航
空
会
社
の
経
営
破
た
ん
時
に
は
、

同
証
書
を
提
示
す
る
こ
と
で
代
替
航
空
券
代
及
び
宿
泊
料
、
又
は

ハ
イ
ヤ
ー
代
金
が
カ
バ
ー
さ
れ
る
と
い
う
仕
組
み
で
あ
る
。

（
36
） B

ooz &
 C

o. in association w
ith E

rw
in von den 

S
teinen, Ingom

ar Joerss &
 P

ablo M
endes de L

eon, S
tudy 

on C
onsum

er P
rotection A

gainst A
viation B

ankruptcy 

（F
inal R

eport

）, P
repared for D

irectorate-G
eneral 

E
nergy and T

ransport, E
uropean C

om
m
ission 

（2009

）, p. 
80 et seq., available at http://ec.europa.eu/transport/
m
odes/air/studies/doc/internal_m

arket/2009_01_
bankruptcy_study.pdf 

（last visited June 23, 2013

）.

（
37
） B

ooz &
 C

o., supra note 36, at 85 et seq.

（
38
） B

ooz &
 C

o., supra note 36, at 86 et seq; E
U
jet 

pledges speedy refunds, T
T
G
 D

egital, S
eptem

ber 1, 2005, 
available at http://w

w
w
.ttgdigital.com

/sign-in?rtn=eujet-
pledges-speedy-refunds/227196.article 

（last visited June 

な
く
、
チ
ャ
プ
タ
ー
・
イ
レ
ブ
ン
に
基
づ
く
経
営
再
建
の
道
を
選

ん
だ
。
二
〇
〇
五
年
九
月
の
こ
と
で
あ
る
。
同
社
は
再
生
手
続
を

通
じ
て
、
第
三
六
五
条
及
び
第
一
一
一
〇
条
に
従
い
、
同
社
は
古

い
機
体
の
調
達
に
伴
う
債
務
の
履
行
を
拒
絶
し
、
他
方
、
未
納
航

空
機
の
購
入
契
約
の
履
行
の
た
め
の
交
渉
を
行
っ
た
。
最
終
的
に
、

一
八
％
の
保
有
機
材
削
減
を
、
大
幅
な
機
材
若
返
り
と
と
も
に
成

し
遂
げ
た
。
加
え
て
第
一
一
一
三
条
に
よ
り
、
同
社
は
年
金
の
削

減
と
賃
金
の
平
均
一
四
％
の
賃
金
カ
ッ
ト
を
含
む
、
計
二
四
億
ド

ル
の
人
件
費
削
減
を
実
現
し
た
。
こ
う
し
て
Ａ
Ｔ
Ｓ
Ｓ
Ｓ
Ａ
で
は

な
く
連
邦
破
産
法
に
依
拠
し
た
リ
ス
ト
ラ
ク
チ
ュ
ア
リ
ン
グ
を
通

じ
て
、N

orthw
est

は
四
二
億
ド
ル
の
債
務
を
圧
縮
し
、
か
つ

三
〇
億
ド
ル
の
流
動
性
を
確
保
し
て
、
破
産
申
請
直
後
の
四
半
期

に
は
、
早
く
も
再
建
後
最
初
の
利
益
を
計
上
す
る
ま
で
に
業
績
を

回
復
さ
せ
た
。
テ
ロ
直
後
の
倒
産
を
免
れ
た
他
の
大
手
航
空
会
社

（C
ontinental

、S
outhw

est

及
びA

m
erican

）
が
、
債
権
者
に

対
し
て
チ
ャ
プ
タ
ー
・
イ
レ
ブ
ン
の
適
用
を
ち
ら
つ
か
せ
て
、
機

材
調
達
債
務
と
賃
金
に
つ
い
て
再
交
渉
を
行
っ
て
、
実
質
的
な
経

営
再
建
を
行
っ
た
こ
と
も
知
ら
れ
て
い
る 

。
そ
し
て
そ
の
後
、
彼

ら
も
ま
た
よ
り
抜
本
的
な
問
題
解
決
の
た
め
に
正
規
に
チ
ャ
プ

タ
ー
・
イ
レ
ブ
ン
の
適
用
を
受
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
米
国
航
空

会
社
が
こ
の
麻
薬
を
体
か
ら
抜
け
ら
れ
な
い
で
い
る
こ
と
の
是
非

は
別
と
し
て
、
少
な
く
と
も
本
論
の
問
題
関
心
か
ら
す
れ
ば
、
破

産
法
の
大
改
正
で
も
な
さ
れ
な
い
限
り
、
米
国
に
あ
っ
て
は
破
た

ん
会
社
の
運
航
停
止
が
回
避
さ
れ
る
高
い
蓋
然
性
が
認
め
ら
れ
る

二
三
六



航
空
会
社
経
営
破
た
ん
時
の
旅
客
保
護
に
関
す
る
Ｅ
Ｕ
法
制
（
工
藤
）

（
四
一
一
）

一
〇
）
で
総
額
七
億
Ｓ
Ｄ
Ｒ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
付
保
最
低
金
額
と
さ

れ
て
い
る
（A

rts. 6 &
 7

）。

（
47
） B

ooz &
 C

o., supra note 36, at 107; S
teer D

avies 
G
leave, supra note 3, at 72.

（
48
） B

ooz &
 C

o., supra note 36, at 109; S
teer D

avies 
G
leave, supra note 3, at 90.

（
49
） B

ooz &
 C

o., supra note 36, at 112; S
teer D

avies 
G
leave, supra note 3, at 95.

（
50
） D

G
 M

O
V
E
, supra note 5.

（
51
） B

russels W
ants F

und for B
ankrupt A

irlines: 
C
om

m
ission D

em
ands G

overnm
ents to E

xam
ine F

inances 
of A

irlines, S
tandart N

ew
s, M

arch 9, 2013, available at 
http://paper. standartnew

s.com
/en/article.php?d=2013-

03-10&
article=41967 

（last visited June 23, 2013

）.

（
52
） 

安
全
性
基
準
を
満
た
さ
な
い
航
空
会
社
に
対
す
る
監
視
と
公

示
と
に
関
す
る
制
度
は
、
ブ
ラ
ッ
ク
リ
ス
ト
（C

om
m
unity 

B
lack L

ist

）
と
し
て
既
に
運
用
さ
れ
て
い
る
（R

egulation 

（E
C

） N
o 2111/2005 of the E

uropean P
arliam

ent and of 
the C

ouncil of 14 D
ecem

ber 2005 on the establishm
ent of 

a C
om

m
unity list of air carriers subject to an operating 

ban w
ithin the C

om
m
unity and on inform

ing air transport 
passengers of the identity of the operating air carrier, 
and repealing A

rticle 9 of D
irective 2004/36/E

C
 

（O
J 

L
344/15, 27/12/2005

）, available at http://eur-lex.europa.

23, 2013

）.
（
39
） B

ooz &
 C

o., supra note 36, at 87 et seq.
（
40
） B

ooz &
 C

o., supra note 36, at 97; S
teer D

avies 
G
leave, supra note 2, at 63, 97, 101.

（
41
） R

egulation 

（E
C

） N
o 1008/2008 of the E

uropean 
P
arliam

ent and of the C
ouncil of 24 S

eptem
ber 2008 on 

com
m
on rules for the operation of air services in the 

com
m
unity 

（R
ecast

）, O
J L

293, 31/10/2008, P
0003-0020. 

（
42
） B

ooz &
 C

o., supra note 36, at 100; S
teer D

avies 
G
leave, supra note 3, at 103.

（
43
） R

egulation 

（E
C

） N
o 1008/2008, supra note 41.

（
44
） B

ooz &
 C

o., supra note 36, at 103; S
teer D

avies 
G
leave, supra note 3, at 67.

（
45
） B

ooz &
 C

o., supra note 36, at 105; S
teer D

avies 
G
leave, supra note 3, at 82.

（
46
） R

egulation 

（E
C

） N
o 785/2004 of the E

uropean 
P
arliam

ent and of the C
ouncil of 21 A

pril 2004 on 
insurance requirem

ents of air carriers and aircraft 
operators, O

J L
138. 30/04/2004 P

. 0001-0006. 

同
規
則
は
、

欧
州
路
線
に
就
航
す
る
航
空
会
社
に
対
し
運
送
責
任
（
対
旅
客
、

手
荷
物
及
び
貨
物
）
と
地
上
第
三
者
責
任
の
双
方
に
つ
い
て
、
付

保
強
制
を
行
っ
て
い
る
。
ち
な
み
に
旅
客
責
任
は
旅
客
一
人
当
た

り
二
五
万
Ｓ
Ｄ
Ｒ
、
地
上
第
三
者
責
任
は
最
大
離
陸
重
量
五
〇
〇

ｔ
以
上
（
エ
ア
バ
ス
Ａ
三
八
〇
ク
ラ
ス
に
相
当
す
る
カ
テ
ゴ
リ
ー

二
三
七



日
本
法
学　

第
七
十
九
巻
第
二
号
（
二
〇
一
三
年
九
月
）

（
四
一
二
）

int/M
eetings/F

A
L
P
/D

ocum
ents/F

alp7-2012/IP
14/

IP
14%

20E
N
.pdf 

（last visited June 23, 2013

） 

に
よ
れ
ば
、

国
際
空
港
評
議
会
（A

irport C
ouncil International

）
は
、
経

営
破
た
ん
時
の
欠
航
な
ど
フ
ラ
イ
ト
に
異
常
な
乱
れ
が
生
じ
た
場

合
、
各
地
の
空
港
が
旅
客
対
応
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
の
基
準
作

り
の
検
討
に
入
っ
た
と
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
論
点
を

も
加
え
て
、
今
後
の
議
論
が
進
む
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

※
本
稿
は
、
二
〇
一
〇
年
度
〜
二
〇
一
二
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金

「
不
良
債
権
処
理
ス
キ
ー
ム
の
会
社
法
学
的
考
察
（
基
盤
研
究

（
ｃ
）、
研
究
代
表
者
・
松
嶋
隆
弘
日
本
大
学
教
授
）（
課
題
番
号

二
二
五
三
〇
〇
九
〇
）」
に
関
す
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

eu/L
exU

riS
erv/L

exU
riS

erv.do?uri=O
J:L

:2005:344:0015:0
022:E

N
:P

D
F
 

（last visited June 23, 2013

）.

）。
こ
の
制
度
に

よ
っ
て
も
顧
客
離
れ
は
生
じ
よ
う
が
、
身
体
生
命
に
直
接
的
な
影

響
を
与
え
る
安
全
の
問
題
と
財
務
状
況
と
を
、
ま
っ
た
く
同
列
に

は
扱
い
得
な
い
と
思
わ
れ
る
。

（
53
） 

仮
に
、
チ
ャ
プ
タ
ー
・
イ
レ
ブ
ン
に
よ
る
債
権
の
自
動
凍
結

（A
utom

atic S
tay

）
の
適
用
を
前
提
と
し
て
も
、
破
産
申
請
後
に

は
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
・
カ
ー
ド
会
社
か
ら
の
送
金
は
一
時
停
止
さ
れ
、

ベ
ン
ダ
ー
は
役
務
の
提
供
を
拒
絶
し
、
旅
行
代
理
店
は
予
約
回
避

行
動
に
出
る
と
い
っ
た
具
合
に
、
破
た
ん
航
空
会
社
に
は
大
き
な

試
練
が
待
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、
破
産
申
請
前
に
周
到
な
資

金
計
画
と
運
航
計
画
を
練
り
、
つ
な
ぎ
融
資
の
道
筋
を
つ
け
て
お

く
必
要
が
高
い
と
さ
れ
る
（G

regory W
. B

uhler, A
irline 

B
ankruptcy and W

orkouts: L
essons L

earned, 16 A
ir &

 
S
p. L

aw
. 1, 18-19 

（2002

）.

）。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
事
前
準

備
が
、
歴
史
が
浅
く
信
用
度
の
低
い
零
細
Ｌ
Ｃ
Ｃ
に
お
い
て
も
可

能
と
は
、
や
は
り
考
え
に
く
い
。

（
54
） L

isa B
achelor, A

irline P
assenger R

ights G
iven E

U
 

B
oost, T

he G
uardian, M

arch 13, 2013, available at http://
w
w
w
.guardian.co.uk/m

oney/2013/m
ar/13/airline-

passenger-rights-eu-boost 

（last visited June 23, 2013

）.

（
55
） A

irports R
esolve to S

afeguard the Interests of the 
T
ravelling P

ublic, IC
A
O
 F

A
L
P
 Inform

ation P
aper, 

F
A
L
P
/7-IP

/14, 19/10/12, available at http://w
w
w
.icao.
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